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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月

売上高 （百万円） 57,620 62,424 67,730 71,778 81,495

経常利益 （百万円） 1,090 1,325 2,321 3,788 4,276

当期純利益 （百万円） 270 739 1,043 2,311 3,048

持分法を適用した場合の

投資利益
（百万円） － － － － －

資本金 （百万円） 4,301 4,301 4,305 4,321 4,321

発行済株式総数 （千株） 35,992 35,992 36,062 36,342 36,342

純資産額 （百万円） 7,583 8,194 9,145 11,052 13,866

総資産額 （百万円） 31,161 30,797 36,179 38,680 49,232

１株当たり純資産額 （円） 210.25 227.09 253.11 304.38 381.76

１株当たり配当額
（円）

5.00 5.00 7.00 8.00 9.00

〔うち１株当たり中間配当額〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕 〔－〕

１株当たり当期純利益 （円） 7.53 20.61 29.02 63.92 84.14

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
（円） 7.46 20.40 28.66 63.53 83.67

自己資本比率 （％） 24.2 26.5 25.2 28.5 28.1

自己資本利益率 （％） 3.6 9.4 12.1 23.0 24.5

株価収益率 （倍） 23.0 8.2 10.8 5.0 5.2

配当性向 （％） 66.4 24.3 24.1 12.5 10.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △904 △1,848 775 666 1,688

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 355 △26 △144 65 △133

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △181 △182 △184 △254 △345

現金及び現金同等物の

期末残高
（百万円） 8,983 6,925 7,372 7,849 9,058

従業員数 （人） 505 530 556 591 605

（注）１．当社は連結財務諸表を作成していないので、連結会計年度に係る「主要な経営指標等の推移」は記載してい

ない。

２．売上高には、消費税等は含まれていない。

３．第89期の１株当たり配当額には、創立85周年記念配当２円を含んでいる。
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２【沿革】

昭和５年６月 第一相互住宅株式会社を設立。

昭和18年６月 第一建築株式会社に改称。

昭和24年11月 建設業法による建設大臣登録[イ]第3348号の登録。

昭和31年12月 第一建設工業株式会社に改称。

昭和38年４月 東京支店開設。

昭和38年６月 当社株式を東京・大阪証券取引所、市場第二部に上場。

昭和49年４月 建設業法の改正により、建設大臣許可（現　国土交通大臣許可）[特－49]第3844号を受ける。

（以後５年ごとに更新）

昭和56年５月 宅地建物取引業法による建設大臣免許（現　国土交通大臣免許）[１]第2936号を受ける。

（以後５年ごとに更新）

昭和57年１月 福岡営業所開設。（現　福岡支店）

昭和60年12月 竜野開発株式会社と合併し竜野開発事業所を開設。（現　赤とんぼ広場ショッピングセンター）

昭和63年10月 本社事務所を神戸市中央区に移転。札幌営業所開設。（現　札幌支店）

平成元年10月 株式会社イチケンに商号変更及び本店の所在の場所を神戸市中央区に変更。

平成元年10月 大阪営業所開設。（現　関西支店）

平成２年９月 当社株式を東京・大阪証券取引所、市場第一部に上場。

平成８年４月 本社事務所を東京都港区に移転。

平成12年２月 本社事務所を東京都台東区に移転。

平成20年７月 本店の所在の場所を東京都台東区に変更。

平成20年11月 大阪証券取引所市場第一部、上場廃止。

平成27年７月 本社事務所を東京都港区に移転し、本店の所在の場所を東京都港区に変更。（現　東京本社）

 

３【事業の内容】

当社は、建築・土木・内装仕上工事等の建設事業及び不動産事業を主な事業の内容としている。

また、関連当事者である㈱マルハンはその他の関係会社である。

当社の事業に係る位置付けは次のとおりである。

なお、次の２部門は「第５　経理の状況　１財務諸表等（１）財務諸表　注記事項」に掲げるセグメントの区分と

同一である。

建設事業　　　当社は総合建設業を営んでいる。

不動産事業　　当社は不動産売買・賃貸事業等を営んでいる。

事業の系統図は次のとおりである。
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４【関係会社の状況】

関係会社は次のとおりである。

名称 住所
資本金

（百万円）
主要な事業の

内容

議決権の
所有割合又は

被所有割合（％）
関係内容

（その他の関係会社）      

㈱マルハン 京都市上京区 10,000 総合レジャー

施設の運営

被所有 32.47 当社に対し建設工事

の発注をしている。

役員の兼任　３名

 

５【従業員の状況】

(1) 提出会社の状況

平成29年３月31日現在
 

従業員数（人） 平均年齢（歳） 平均勤続年数（年） 平均年間給与（円）

605 42.4 15.4 7,124,114

 

セグメントの名称 従業員数（人）

建設事業 555

不動産事業 9

報告セグメント計 564

全社(共通） 41

合計 605

（注）１．従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は含まれていない。

２．平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいる。

３．全社（共通）として記載されている従業員数は、管理部門に所属しているものである。

(2) 労働組合の状況

当社の従業員の組合は結成されていない。
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1) 業　績

当事業年度におけるわが国経済は、米国の経済政策による影響やアジア新興国の景気動向、欧州諸国の政策に関

する不確実性など、先行きに不透明感が残るものの、政府の経済政策や日銀の金融緩和策などによる景気の下支え

により、引き続き緩やかな回復基調で推移いたしました。

建設業界におきましては、東京オリンピック・パラリンピック関連事業や企業収益の改善等を背景に、首都圏を

中心とした公共投資や民間設備投資の増加等、持ち直しの動きが見られるものの、技能労働者不足や労務費及び資

材・運搬費の上昇懸念など、依然として予断を許さない経営環境が続いております。

このような状況のもと、当社は受注拡大のため、従来から培ってきたコア事業である「商業施設」建築のノウハ

ウや企画・提案力を生かし、店舗等の新築・内改装工事のほか訪日観光客の増加に伴うホテルの建設需要に対して

積極的な受注活動を行ってまいりました。また、マンション建設、待機児童対策による保育園の建設、老年人口の

増加による医療・介護施設の建設等の需要に対しても幅広い受注活動に取り組んでまいりました。

この結果、当事業年度の業績につきましては、売上高は814億９千５百万円（前期比13.5％増）となりました。

損益につきましては、完成工事高の増加や低採算工事の減少などにより完成工事総利益が増加したため、営業利

益は43億５千５百万円（前期比12.0％増）、経常利益は42億７千６百万円（前期比12.9％増）となりました。ま

た、賃貸用不動産の減損損失が減少したことなどにより、当期純利益は30億４千８百万円（前期比31.9％増）とな

りました。

セグメントの業績は、以下のとおりであります。

（建設事業）

受注高は841億７千２百万円（前期比8.5％増）となりました。完成工事高は808億８千２百万円（前期比13.7％

増）となり、次期への繰越工事高は514億３千５百万円（前期比6.8％増）となりました。そして、セグメント利

益は56億９千２百万円（前期比9.9％増）となりました。

（不動産事業）

不動産事業売上高は６億１千３百万円（前期比6.0％減）、セグメント利益は前期並みの７千８百万円となりま

した。

（注）「第２ 事業の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

(2) キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べ12億９百万円の資金の

増加（前年同期は４億７千６百万円の資金の増加）となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、16億８千８百万円の資金の増加（前年同期は６億

６千６百万円の資金の増加）となりました。主な増加要因は、税引前当期純利益43億７千１百万円、仕入債務の

増加77億４千５百万円、主な減少要因は、売上債権の増加72億１千万円、未成工事支出金の増加10億６千９百万

円などであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、１億３千３百万円の資金の減少（前年同期は６千

５百万円の資金の増加）となりました。主な増加要因は、有形固定資産の売却による収入４億６百万円、主な減

少要因は、投資有価証券の取得による支出５億１百万円などであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当事業年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、３億４千５百万円の資金の減少（前年同期は２億

５千４百万円の資金の減少）となりました。主な増加要因は、長期借入れによる収入７億２千６百万円、主な減

少要因は、長期借入金の返済による支出７億４千９百万円、配当金の支払額２億８千９百万円などであります。
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２【受注高、売上高及び繰越工事高の状況】

(1) 受注工事高、売上高及び繰越工事高

期別
セグメントの

名称

前期繰越
工事高

（百万円）

当期受注
工事高

（百万円）

計
（百万円）

当期売上高
（百万円）

次期繰越
工事高

（百万円）

前事業年度

（自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日）

建設事業      

建築工事 41,662 77,573 119,235 71,100 48,135

土木工事 0 35 35 26 9

計 41,663 77,608 119,271 71,126 48,145

不動産事業 － － － 652 －

合計 41,663 77,608 119,271 71,778 48,145

当事業年度

（自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日）

建設事業      

建築工事 48,135 83,955 132,091 80,835 51,255

土木工事 9 217 226 46 180

計 48,145 84,172 132,318 80,882 51,435

不動産事業 － － － 613 －

合計 48,145 84,172 132,318 81,495 51,435

（注）１．前事業年度以前に受注した工事で、契約の更改により請負金額に変更あるものについては、当期受注工事高

にその増減額を含む。したがって、当期売上高にも係る増減額が含まれている。

２．次期繰越工事高は（前期繰越工事高＋当期受注工事高－当期売上高）である。

(2) 受注工事高の受注方法別比率

工事の受注方法は、特命と競争に大別される。

期別 区分 特命（％) 競争（％) 計（％)

前事業年度
（自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日）

建築工事 21.0 79.0 100

土木工事 10.4 89.6 100

当事業年度
（自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日）

建築工事 22.7 77.3 100

土木工事 14.1 85.9 100

（注）百分比は請負金額比である。
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(3) 売上高

期別 セグメントの名称 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

前事業年度

（自　平成27年４月１日

至　平成28年３月31日）

建設事業    

建築工事 2,506 68,593 71,100

土木工事 － 26 26

計 2,506 68,619 71,126

不動産事業 － 652 652

合計 2,506 69,272 71,778

当事業年度

（自　平成28年４月１日

至　平成29年３月31日）

建設事業    

建築工事 1,839 78,995 80,835

土木工事 － 46 46

計 1,839 79,042 80,882

不動産事業 － 613 613

合計 1,839 79,655 81,495

（注）１．完成工事のうち主なものは、次のとおりである。

前事業年度　請負金額５億円以上の主なもの

㈱プレサンスコーポレーション プレサンスロジェ難波ＧＲＡＮＤＷＥＳＴ新築工事

㈱エフ・ジェー・ネクスト ガーラ・プレシャス川崎新築工事

東急不動産㈱ 東神田計画新築工事

（社福）桑の実園福祉会 特別養護老人ホーム東池袋桑の実園新築工事

ルートイン開発㈱ ホテルルートイン佐伯駅前新築工事

当事業年度　請負金額５億円以上の主なもの

アパホーム㈱ アパホテル＆リゾート<東京ベイ幕張>イーストウイング新築工事

ビー・エム・ダブリュー㈱ ＢＭＷ ＧＲＯＵＰ ＴｏｋｙｏＢａｙ新築工事

(独)国立病院機構和歌山病院 (独)国立病院機構和歌山病院棟等建替整備工事

㈱サンベルクスホールディングス ベルクスモール浮間舟渡新築工事

サンヨーホームズ㈱ サンメゾン九大学研都市エルド新築工事

 

２．前事業年度及び当事業年度ともに完成工事高総額に対する割合が100分の10以上の相手先はない。

(4) 次期繰越工事高（平成29年３月31日現在）

区分 官公庁（百万円） 民間（百万円） 計（百万円）

建築工事 1,788 49,467 51,255

土木工事 － 180 180

計 1,788 49,647 51,435

（注）次期繰越工事のうち請負金額５億円以上の主なものは、次のとおりである。

海南市  海南市新庁舎整備工事 平成29年７月完成予定

学校法人　中内学園  流通科学大学国際交流施設（仮称）新築工事 平成30年１月完成予定

富士メディカル㈱・

医療法人社団八千代会
（仮称）メリィホスピタル新築工事 平成30年３月完成予定

三菱地所㈱ （仮称）西浅草三丁目ホテル計画 平成30年９月完成予定

伊藤忠都市開発㈱ （仮称）中央区新川２丁目計画新築工事 平成31年３月完成予定
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３【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。

（1）会社の経営の基本方針

当社は、「品質の向上と安全の徹底に努め、いかなるときもクリエイティビティを発揮し、商業空間事業を

通じ、快適で豊かな社会の実現を目指す」という経営理念のもと、コア事業である商業施設の建築をはじめと

して、他の施設の建築においても、エンドユーザーである生活者が満足する「より豊かで快適な暮らし空間」

を創造し、広く地域や社会の発展に貢献することを経営の基本方針としています。

（2）目標とする経営指標

当事業年度において、平成28年３月に公表いたしました「中期経営計画（平成27年度～平成31年度）」の最

終年度の経営目標を前倒しで達成したことから、平成29年度以降の経営目標について見直しを行い、上方修正

をいたしております。最終年度の平成32年３月期に、売上高840億円、営業利益37億５千万円、経常利益36億

５千万円、ＲＯＥ（自己資本利益率）10％以上の達成を目指してまいります。

（3）中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

今後の事業環境につきましては、ここ数年は東京オリンピック・パラリンピック関連事業や企業収益の改善

等を背景に堅調に推移するものと見込まれます。ただし、慢性的な技能労働者不足や労務費及び資材・運搬費

の上昇等が懸念され、施工管理・工事採算面におけるリスク管理の重要性がさらに増大するものと思われま

す。

長期的には、オリンピック関連の建設需要一巡後の反動懸念や中国をはじめとしたアジア新興国の景気動

向、米国及び欧州諸国の政策に関する不確実性等、国内景気の先行きに及ぼす影響には不透明感があり、今後

も予断を許さない状況が続くものと思われます。

このような中、当社は経営課題として「建設事業の売上高減少に備え、安定した収益基盤の構築」を掲げ、

「差別化集中戦略による営業力強化」を図ることにより、「中期経営計画」の最終年度（平成32年３月期）の

経営目標の達成を目指してまいります。そのために、以下のような重点施策に取り組んでまいります。

① 技術提案力の強化（差別化・優位性）

・技術集団として、社会から信頼される品質・安全の提供や環境に配慮し、多様化するニーズに対して差別化、

優位性を提案できる営業力を強化してまいります。

・今後利用の増加が見込まれるＢＩＭ（Building Information Modeling）の導入を実施いたします。また、省

エネ設計による建築企画の提案や作業所のＣＯ２の削減等の取り組みを推進いたします。

② 建設事業は採算性と生産性を重視した取り組みを強化

・建物用途別の売上構成は商業施設７割、マンション他で３割を基本とします。また潜在需要の見込める内装・

改造・リニューアル工事への取り組みも推進してまいります。

・耐震建築や建物のライフサイクルコスト等、社会からのニーズへの対応力の向上や環境マネジメントシステム

の導入を機として地球環境に配慮した事業活動を推進してまいります。

③ 不動産事業の活性化

・保有資産の立地や用途等の資産構成の見直しを実施いたします。建設事業の収益を補完するための不動産開発

投資による事業計画の検討も継続的に進めてまいります。

④ 新規事業への取り組み　～新たな成長基盤を構築～

・持続的な発展のため、将来の成長基盤となる事業分野を多面的に検討いたします。当面は建築工事の周辺分野

を軸に、Ｍ＆Ａ等を活用した取り組みを検討いたします。

⑤ マネジメント力の向上（人材育成、コンプライアンス遵守等）

・人材育成のための各種研修やＩＣＴ（情報通信技術）等を活用したマネジメントツールを導入し管理レベルの

向上に努めてまいります。

・「働き方改革」を推進いたします。（長時間労働の是正、適切な休日の取得等）

・ＢＣＰ（事業継続計画）の一環として、国土交通省の「建設会社における災害時の事業継続力認定」を受けて

いる「災害時事業継続計画書」に基づき、災害時の対応を体系的に整備し、平常時よりその運用訓練を継続

して実施することなどにより、大規模災害発生時等に備えてまいります。

・複雑化する経済社会の中での事業活動による予測しがたい事象に対して、的確に判断できる現場力を磨いてま

いります。
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４【事業等のリスク】

当社の事業展開において想定されるリスクについて、投資家の判断に影響を及ぼす可能性があると考えられる主な

事項を記載しております。当社としましては、これらのリスクの発生の可能性を考慮し、発生の回避及び発生した場

合の対応に十分な対処を行う方針であります。

なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであるため、実際の結果

と異なる可能性があります。

(1) 受注環境と建設資材価格等の動向による影響について

「商業施設に強みを持ったオンリーワン企業」としての地位の確立を目指して、商業施設を中心に一般民間工事

の新規顧客の獲得と原価管理の強化による利益の向上に努めてまいる所存でありますが、不透明さを払拭できな

い経済環境にあって、他社との受注競争の激化による工事採算性の悪化及び急激な建設資材価格や労務費の高騰

による工事採算性の悪化が生じた場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 取引先の信用リスクについて

取引先に関する信用力や支払条件等の厳格な審査の実施に努めるとともに信用不安情報の早期収集等、可能な

限り信用リスクの最小化を図っておりますが、景気の減速や建設市場の縮小等により、発注者、協力業者等の取

引先が信用不安に陥った場合には、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 工事代金の回収による影響について

今後の事業計画におきまして、商業施設に経営資源を集中し住宅関連工事の選別受注の強化を図ってまいる所

存でありますが、請負代金の全額回収までに通常よりも期間を要する大型工事等を受注した場合には、キャッ

シュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 施工上の瑕疵等による影響について

施工体制の強化を経営上の重点項目として捉え、品質管理に万全を期しておりますが、訴訟等により瑕疵担保

責任を追及され損害賠償が発生した場合には、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 保有資産の時価等の変動による影響について

有価証券・不動産・会員権等の資産を保有しており、これらの資産は将来において、時価の変動や使用状況等

により財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(6) 訴訟等のリスクについて

事業活動を行う過程において法令遵守に努めておりますが、訴訟等のリスクに晒される可能性があり、その結

果によっては、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 災害発生に伴うリスクについて

地震、津波等の自然災害などの原因による予期せぬ災害が発生した場合には、財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。
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５【経営上の重要な契約等】

特記事項はありません。

６【研究開発活動】

建設事業及び不動産事業において、研究開発活動は特段行われておりません。

７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 財政状態の分析

当事業年度の資産合計は492億３千２百万円、負債合計は353億６千５百万円、純資産合計は138億６千６百万円

となり、前事業年度と比べて総資産は105億５千２百万円増加しております。

①流動資産

工事代金の回収増加により現金預金が12億９百万円、受取手形が19億６千７百万円それぞれ増加し、また、売上

高の増加により完成工事未収入金が52億４千２百万円、手持工事高の増加により未成工事支出金が10億６千９百万

円増加したことなどにより、流動資産は前事業年度と比べて103億４千５百万円増加しております。

②固定資産

当社が保有する賃貸用不動産の売却等により建物が１億６千３百万円、土地が１億８千９百万円減少しました

が、投資有価証券が３億６千４百万円増加したことなどにより、固定資産は前事業年度と比べて２億６百万円増加

しております。

③流動負債

工事出来高の増加により支払手形が40億６千２百万円、工事未払金が36億８千３百万円それぞれ増加したことな

どにより、流動負債は前事業年度と比べて79億８百万円増加しております。

④固定負債

退職給付引当金が８千２百万円増加しましたが、長期借入金が短期への振替により１億８千８百万円減少したこ

となどにより、固定負債は前事業年度と比べて１億７千万円減少しております。

⑤純資産

利益剰余金が前事業年度に係る剰余金の配当により２億８千９百万円減少しましたが、当事業年度において当期

純利益を30億４千８百万円獲得したため、27億５千８百万円増加しました。

また、株式含み益の増加により評価・換算差額等が４千５百万円増加したため、純資産は前事業年度と比べて28

億１千４百万円増加しております。

(2) 経営成績の分析

経営成績につきましては、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (1)業績」に記載のとおりであります。

受注拡大のため、コア事業である「商業施設」の建築及び内改装工事に加え、住宅、ホテル、医療・介護施設等

の受注活動にも継続的に取り組んでまいりました。

この結果、当事業年度の業績につきましては、受注高は前期比8.5％増の841億７千２百万円となりました。

売上高は前期比13.5％増の814億９千５百万円となりました。その内訳は、建設事業が前期比13.7％増の808億８

千２百万円、不動産事業が前期比6.0％減の６億１千３百万円であります。

また、次期への繰越工事高は前期比6.8％増の514億３千５百万円となりました。

損益につきましては、完成工事高の増加や低採算工事の減少などにより完成工事総利益が増加したため、営業利

益は前期比12.0％増の43億５千５百万円、経常利益は前期比12.9％増の42億７千６百万円となりました。

また、賃貸用不動産の減損損失が減少したことなどにより、当期純利益は前期比31.9％増の30億４千８百万円と

なりました。
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(3) キャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローの状況については、「第２ 事業の状況 １ 業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」

に記載のとおりで、キャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。

 平成27年３月期 平成28年３月期 平成29年３月期

自己資本比率（％） 25.2 28.5 28.1

時価ベースの自己資本比率（％） 31.2 30.2 32.4

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年）
4.4 5.2 2.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
14.2 12.7 34.8

 
（注）自己資本比率 ：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率 ：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率 ：有利子負債／キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ ：キャッシュ・フロー／利払い

１．いずれの指標も財務数値により算出しております。

２．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しておりま

す。

３．キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

４．有利子負債は、貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象

としております。
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第３【設備の状況】

１【設備投資等の概要】

（建設事業）

特記事項なし。

（不動産事業）

特記事項なし。

（注）「第３　設備の状況」における各事項の記載については、消費税等抜きの金額で表示している。

２【主要な設備の状況】
平成29年３月31日現在

 

事業所名
（所在地）

セグメントの
名称

帳簿価額（百万円）

従業員数
（人）

摘要
建物
構築物

車両運搬具
工具器具・備品

土地
リース
資産

合計
面積
（㎡）

金額

東京本社・東京支店

（東京都港区）

建設事業

不動産事業
70 45 - - 3 120 324 (注)2

関西支店

（大阪市中央区）
建設事業 22 8 - - 3 33 175 (注)2

福岡支店

（福岡市博多区）
建設事業 1 4 - - 1 6 61 (注)2

赤とんぼ広場ショッピング

センター

（兵庫県たつの市）

不動産事業 381 0
16,258

〔869〕
596 - 978 8 (注)3

札幌支店・名古屋営業所

他２営業所

（札幌市中央区他）

建設事業 3 4 - - 3 11 37 (注)2

その他 不動産事業 296 2
2,913

〔2,905〕
236 - 535 - (注)2.3.4

（注）１．帳簿価額に建設仮勘定は含まない。

２．土地及び建物の一部を他の者から賃借している。賃借料は316百万円である。

３．土地（帳簿価額341百万円）及び建物（帳簿価額269百万円）の一部を他の者へ賃貸している。土地の面積

については、〔　〕内に内書きで示している。

４．その他の土地建物のうち賃貸中の主なもの

事業所名
（所在地）

土地（㎡） 建物（㎡）

グリーンコート東岩槻マンション

（埼玉県さいたま市）
1,483 2,382

グリーンコート春木マンション

（大阪府岸和田市）
1,421 1,383

 

３【設備の新設、除却等の計画】

建設事業及び不動産事業において、重要な設備の新設、除却等の計画はない。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 111,200,000

計 111,200,000

（注）平成29年６月28日開催の定時株主総会において、株式併合に関する議案（５株を１株に併合し、発行可能株式総

数を111,200,000株から22,240,000株に変更）が承認可決されたため、平成29年10月１日をもって当社の発行可

能株式総数は22,240,000株となる。

②【発行済株式】

種類
事業年度末現在発行数（株）

（平成29年３月31日）
提出日現在発行数（株）
（平成29年６月28日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 36,342,000 36,342,000
東京証券取引所

（市場第一部）

単元株式数

1,000株

計 36,342,000 36,342,000 － －

（注）１．提出日現在発行数には、平成29年６月１日以降の新株予約権の行使により発行されたものは含まれていな

い。

２．平成29年６月28日開催の定時株主総会において、株式併合に関する議案（５株を１株に併合し、発行可能株

式総数を111,200,000株から22,240,000株に変更）が承認可決された。また、平成29年２月28日開催の取締

役会において、平成29年10月１日をもって、単元株式数を1,000株から100株に変更する旨が決議されてい

る。
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（２）【新株予約権等の状況】

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新

株予約権を発行することを平成17年６月29日開催の定時株主総会において特別決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） 1 同左

新株予約権の行使期間
平成17年６月30日から

平成37年６月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　　　 1 同左

資本組入額　　　　 1 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら３年間に限り権利行使が

できる。相続人による権利

行使は、新株予約権発行後

最初に発生した相続の場合

に限り認める。その他の条

件は当社と被付与者との間

で締結する契約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

 

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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②　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成18年６月29日開催の定時株主総会、及び平成18年12月15日開催の取締役会において決議

されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成19年２月１日から

平成39年１月15日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　（注）１

発行価格　　　　 337 同左

資本組入額　　　 169 同左

新株予約権の行使の条件　（注）２

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら３年間に限り権利行使が

できる。相続人による権利

行使は、新株予約権発行後

最初に発生した相続の場合

に限り認める。その他の条

件は当社と被付与者との間

で締結する契約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）１．発行価格は、新株予約権の払込金額336円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予

約権の払込金額336円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとし

ている。

２．平成20年６月27日開催の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が

当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失

した日の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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③　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成19年６月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成20年６月25日から

平成39年６月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円）　（注）１

発行価格　　　　 268 同左

資本組入額　　　 134 同左

新株予約権の行使の条件　（注）２

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら３年間に限り権利行使が

できる。相続人による権利

行使は、新株予約権発行後

最初に発生した相続の場合

に限り認める。その他の条

件は当社と被付与者との間

で締結する契約に定める。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）１．発行価格は、新株予約権の払込金額267円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予

約権の払込金額267円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとし

ている。

２．平成20年６月27日開催の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が

当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失

した日の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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④　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成20年６月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成21年６月25日から

平成40年６月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　 102 同左

資本組入額　　　　51 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額101円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額101円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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⑤　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成21年６月26日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成22年６月25日から

平成41年６月26日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　　60 同左

資本組入額　　　　30 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額59円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権の

払込金額59円については、被付与者である当社の役員が有する報酬債権をもって相殺することとしている。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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⑥　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成22年６月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成23年６月27日から

平成42年６月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　　58 同左

資本組入額　　　　29 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額57円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権の

払込金額57円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとしている。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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⑦　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成23年６月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成24年６月25日から

平成43年６月29日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　　69 同左

資本組入額　　　　35 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額68円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権の

払込金額68円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとしている。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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⑧　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成24年６月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成25年６月24日から

平成44年６月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　 114 同左

資本組入額　　　　57 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額113円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額113円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとしてい

る。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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⑨　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成25年６月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 10 10

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 10,000 10,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成26年６月23日から

平成45年６月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　 130 同左

資本組入額　　　　65 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額129円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額129円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとしてい

る。

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書
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⑩　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成26年６月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 20 20

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 20,000 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成27年６月25日から

平成46年６月27日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　 130 同左

資本組入額　　　　65 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額129円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額129円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとしてい

る。
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⑪　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成27年６月26日開催の定時株主総会、及び平成27年７月30日開催の取締役会において決議

されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 50 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成28年６月23日から

平成47年６月26日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　 276 同左

資本組入額　　　 138 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額275円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額275円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとしてい

る。
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⑫　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成28年６月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

 
事業年度末現在

（平成29年３月31日）
提出日の前月末現在
（平成29年５月31日）

新株予約権の数（個） 50 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数（個） － －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数（株） 50,000 50,000

新株予約権の行使時の払込金額（円） １株当たり　　　　 1 同左

新株予約権の行使期間
平成29年６月26日から

平成48年６月28日
同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の

発行価格及び資本組入額（円） （注）

発行価格　　　　 214 同左

資本組入額　　　 107 同左

新株予約権の行使の条件

被付与者が当社の取締役の

地位を喪失した日の翌日か

ら１ヶ月間に限り権利行使

ができる。相続人による権

利行使は、新株予約権発行

後最初に発生した相続の場

合に限り認める。その他の

条件は当社と被付与者との

間で締結する契約に定め

る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権の譲渡には取締

役会の承認を必要とする。
同左

代用払込みに関する事項 － －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 － －

（注）発行価格は、新株予約権の払込金額213円に行使時の払込金額１円を加算して記載している。なお、新株予約権

の払込金額213円については、被付与者である当社の役員が有する報酬請求権をもって相殺することとしてい

る。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項なし。

（４）【ライツプランの内容】

該当事項なし。
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（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金
残高（千円）

平成26年４月１日～

平成27年３月31日

（注）

70,000 36,062,000 4,006 4,305,645 4,006 190,587

平成27年４月１日～

平成28年３月31日

（注）

280,000 36,342,000 16,026 4,321,672 16,016 206,603

（注） 新株予約権の行使による増加である。

（６）【所有者別状況】

平成29年３月31日現在
 

区分

株式の状況（１単元の株式数 1,000株）
単元未満株
式の状況

（株）政府及び地
方公共団体

金融機関
金融商品取
引業者

その他の法
人

外国法人等
個人その他 計

個人以外 個人

株主数（人） － 26 39 47 67 1 2,200 2,380 －

所有株式数

（単元）
－ 9,253 1,530 12,766 3,107 7 9,515 36,178 164,000

所有株式数の

割合（％）
－ 25.57 4.23 35.29 8.59 0.02 26.30 100 －

（注）１．自己株式112,024株は、「個人その他」に112単元、「単元未満株式の状況」に24株を含めて記載している。

２．証券保管振替機構名義の株式は、「その他の法人」に１単元含まれている。
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（７）【大株主の状況】

  平成29年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合
（％）

株式会社マルハン 京都市上京区出町今出川上る青龍町231 11,714 32.23

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口）
東京都中央区晴海１－８－11 4,305 11.84

株式会社三井住友銀行 東京都千代田区丸の内１－１－２ 996 2.74

日本マスタートラスト信託銀行株

式会社（信託口）
東京都港区浜松町２－11－３ 852 2.34

全国一栄会持株会
東京都港区芝浦１－１－１

㈱イチケン内
712 1.95

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２－７－１ 592 1.62

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１－６－１ 400 1.10

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口５）
東京都中央区晴海１－８－11 376 1.03

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口１）
東京都中央区晴海１－８－11 374 1.02

日本トラスティ・サービス信託銀

行株式会社（信託口２）
東京都中央区晴海１－８－11 305 0.83

計 － 20,626 56.75

（注）全国一栄会持株会は、当社の取引先企業で構成されている持株会である。

（８）【議決権の状況】

①【発行済株式】

平成29年３月31日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　112,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 36,066,000 36,066 －

単元未満株式 普通株式　　164,000 －
１単元（1,000株）

未満の株式

発行済株式総数 36,342,000 － －

総株主の議決権 － 36,066 －

（注）１．完全議決権株式（自己株式等）欄は、すべて当社保有の自己株式である。

２．完全議決権株式（その他）欄には、証券保管振替機構名義の株式1,000株（議決権の数１個）が含まれてい

る。

３．単元未満株式には、当社保有の自己株式24株が含まれている。
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②【自己株式等】

平成29年３月31日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数

（株）

所有株式数
の合計

（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社イチケン
東京都港区芝浦

１－１－１
112,000 － 112,000 0.31

計 － 112,000 － 112,000 0.31

 

（９）【ストックオプション制度の内容】

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用している。当該制度は旧商法及び会社法に基づ

き、下記対象者に付与することを、以下に掲げる日に開催された定時株主総会、及び取締役会において決議された

ものである。

当該制度の内容は、以下のとおりである。

①　旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとして新

株予約権を発行することを平成17年６月29日開催の定時株主総会において特別決議されたもの。

決議年月日 平成17年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　５

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の①」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

②　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成18年６月29日開催の定時株主総会、及び平成18年12月15日開催の取締役会において決議

されたもの。

決議年月日 平成18年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の②」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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③　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成19年６月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成19年６月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　６

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の③」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

④　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成20年６月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成20年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　５

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の④」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
 

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

29/94



⑤　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成21年６月26日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成21年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑤」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

⑥　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成22年６月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成22年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑥」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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⑦　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成23年６月29日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成23年６月29日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑦」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

⑧　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成24年６月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成24年６月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑧」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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⑨　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成25年６月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成25年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑨」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

⑩　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成26年６月27日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成26年６月27日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑩」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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⑪　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成27年６月26日開催の定時株主総会、及び平成27年７月30日開催の取締役会において決議

されたもの。

決議年月日 平成27年６月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑪」に記載している。

株式の数（株） 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

 

⑫　会社法第361条の規定に基づき、取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権に関する

報酬等について、平成28年６月28日開催の定時株主総会、及び同日開催の取締役会において決議されたもの。

決議年月日 平成28年６月28日

付与対象者の区分及び人数（名） 取締役　４

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2) 新株予約権等の状況の⑫」に記載している。

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額（円） 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使の条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －
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２【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】　会社法第155条第７号に該当する普通株式の取得

（１）【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項なし。

（２）【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項なし。

（３）【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分 株式数（株） 価額の総額（円）

当事業年度における取得自己株式 4,744 1,769,242

当期間における取得自己株式 200 83,700

（注）当期間における取得自己株式には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りに

よる株式は含めていない。

（４）【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度 当期間

株式数（株）
処分価額の総額

（円）
株式数（株）

処分価額の総額
（円）

引き受ける者の募集を行った取得自己株式 － － － －

消却の処分を行った取得自己株式 － － － －

合併、株式交換、会社分割に係る移転を行っ

た取得自己株式
－ － － －

その他

（　　－　　）
－ － － －

保有自己株式数 112,024 － 112,224 －

（注）当期間における保有自己株式数には、平成29年６月１日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取

りによる株式は含めていない。

３【配当政策】

当社は、事業の成長・拡大及び財務基盤の安定化による企業価値の向上と、株主様への直接的な利益還元である配

当の安定的な実施に重点を置き、利益配分につきましては、今後の成長・拡大に備えた内部留保の充実を考慮して決

定することを株主還元の基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年２回行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度（91期）の1株当たりの配当につきましては、普通配当９円の期末配当を行うことといたしました。こ

れにより年間配当金は１株当たり９円、配当性向は10.7％となりました。

また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、安定した財務内容の堅持と競

争力を保持するために有効な投資をしてまいります。

なお、当社は「取締役会の決議により、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる。」旨を定款に

定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日
配当金の総額
（百万円）

１株当たり配当額
（円）

平成29年６月28日

定時株主総会決議
326 9.00

 

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

34/94



４【株価の推移】

（１）【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

回次 第87期 第88期 第89期 第90期 第91期

決算年月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月 平成28年３月 平成29年３月

最高（円） 195 215 450 484 519

最低（円） 124 141 158 230 231

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

（２）【最近６月間の月別最高・最低株価】

月別 平成28年10月 11月 12月 平成29年１月 ２月 ３月

最高（円） 408 438 480 471 519 502

最低（円） 298 342 409 427 452 440

（注）最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものである。

５【役員の状況】

男性11名　女性－名　（役員のうち女性の比率－％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所　有
株式数
(千株)

取締役社長

(代表取締役)
社長執行役員 長谷川　博之 昭和35年２月４日生

 
昭和57年４月 当社入社

平成13年６月 当社取締役（関西支店長代行）

平成14年６月 当社取締役（関西統括兼神戸本店長）

平成17年４月 当社常務取締役（関西統括兼神戸本店長）

平成19年４月 当社取締役、常務執行役員（事業統括本部

副本部長兼関東統括）

平成23年４月 当社取締役、常務執行役員（東京支店長）

平成26年６月 当社取締役、専務執行役員（営業推進本部

長）

平成27年６月 当社代表取締役社長、社長執行役員（現）
 

(注)3 23

取締役
専務執行役員

(事業本部長)
古川　仁一 昭和26年８月18日生

 
平成元年９月 当社入社

平成16年６月 当社取締役（東京支店副支店長）

平成17年６月 当社執行役員（東京支店副支店長）

平成25年４月 当社執行役員（東京支店長）

平成25年６月 当社常務執行役員（東京支店長）

平成27年６月

平成28年６月

当社取締役、常務執行役員（事業本部長）

当社取締役、専務執行役員（事業本部長）

（現）
 

(注)3 4

取締役
常務執行役員

(技術本部長)
吉田　　稔 昭和27年５月21日生

 
昭和52年７月 当社入社

平成17年４月 当社東京支店副支店長

平成17年６月 当社執行役員（東京支店副支店長）

平成25年４月 当社執行役員（関西支店長）

平成25年６月 当社常務執行役員（関西支店長）

平成26年６月 当社取締役、常務執行役員（技術本部長）

（現）
 

(注)3 14

取締役
常務執行役員

(管理本部長)
西出　英雄 昭和29年１月21日生

 
昭和52年４月 ㈱ダイエー入社

平成16年６月 同社財務本部副本部長

平成17年４月 ㈱日本流通リース代表取締役社長

平成19年４月 当社入社　管理本部副本部長

平成20年４月 当社執行役員（管理本部副本部長）

平成23年５月 当社執行役員（管理本部長）

平成27年６月 当社取締役、執行役員（管理本部長）

平成29年６月 当社取締役、常務執行役員（管理本部長）

（現）
 

(注)3 8
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所　有
株式数
(千株)

取締役  藤田　　進 昭和31年12月23日生

 
平成14年７月 ㈱マルハン　社長室次長

平成17年10月 同社経営企画部長

平成18年10月

平成27年６月

同社執行役員経営企画部長

同社取締役執行役員経営企画部長

平成27年６月 当社取締役（現）

平成27年７月 ㈱マルハン　取締役執行役員経営企画本部

長（現）
 

(注)3 －

取締役  武内　秀明 昭和34年５月11日生

 
昭和59年４月 日揮㈱入社

平成６年４月 東京弁護士会登録 清水直法律事務所入所

平成13年10月 松井・武内法律事務所開設 同パートナー

平成17年８月 武内法律事務所開設 同所長弁護士 （現）

平成24年９月 メディアスホールディングス㈱監査役

（現）

平成27年６月 当社取締役（現）
 

(注)3 －

取締役  伊知地　俊人 昭和38年７月29日生

 
昭和63年２月 東急不動産地域サービス㈱（現　東急リバ

ブル㈱）入社

平成元年２月 ㈱タケツーエステート入社

平成５年10月 ウィル不動産販売（現　㈱ウィル）創業

平成５年11月 アサヒハウス㈱取締役

平成７年６月 ㈱ウィル設立　同社代表取締役社長

平成20年１月 ㈱リノウエスト取締役（現）

平成20年１月 ㈱ウィルフィナンシャルコミュニケーショ

ンズ取締役（現）

平成23年３月 ㈱ウィル空間デザイン代表取締役（現）

平成25年11月 ㈱遊取締役（現）

平成26年４月 ㈱ウィル取締役会長（現）

平成26年７月 ㈱ウィルスタジオ取締役（現）

平成29年６月 当社取締役（現）
 

(注)3 －

監査役

(常勤)
 渡辺　直之 昭和32年11月８日生

 
昭和55年４月 不二建設㈱入社

平成２年４月 同社経理部課長代理

平成５年３月 フジケン㈱経理部課長代理

平成５年５月 当社入社

平成17年４月 当社財務経理部担当部長

平成19年２月 当社財務経理部長

平成29年６月 当社監査役（現）
 

(注)4 20

監査役  西村　正明 昭和23年10月６日生

 
昭和46年４月 ㈱ダイエー入社

平成６年８月 ㈱ダイエーコンビニエンスシステムズ

（現　㈱ローソン）取締役財務経理室長

平成８年１月 ㈱ダイエー経営計画本部長

平成８年８月 ㈱マルエツシステム物流本部副本部長

平成11年４月 ㈱ダイエーホールディングコーポレーショ

ン専務取締役企画統括

平成13年１月 ㈱日本流通リース代表取締役社長

平成20年６月 当社監査役（現）
 

(注)5 －

監査役  吉識　至孝 昭和28年１月18日生

 
平成12年８月 ㈱マルハン入社

平成19年８月

平成22年４月

同社業務監査部業務監査課長

同社業務監査部次長

平成24年４月 同社業務監査部長

平成27年６月 同社常勤監査役（現）

平成28年６月 当社監査役（現）
 

(注)5 －
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所　有
株式数
(千株)

監査役  小川　真人 昭和36年１月25日生

 
昭和58年９月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事

務所（現　あずさ監査法人）入所

平成８年10月 センチュリー監査法人（現　あずさ監査法

人）社員

平成13年10月 新日本監査法人（現　あずさ監査法人）入

所

平成15年７月 ㈱ケーピーエムジーエフエーエス（現　

㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ）へ転籍

平成17年７月 ㈱ＫＰＭＧ ＦＡＳ取締役（パートナー）

平成20年４月 一般社団法人日英協会監事（現）

平成20年４月 ＡＣＥコンサルティング㈱代表取締役

（現）

平成23年４月 一般社団法人日本公認不正検査士協会理事

平成25年１月 ＮＰＯ法人シンクキッズ監事（現）

平成25年１月 ㈱クロスヴィジョンインターナショナル

社外取締役（現）

平成28年６月 ㈱リョーサン社外取締役監査等委員（現）

平成29年６月 当社監査役（現）
 

(注)4 －

 計  69

（注）１．取締役 藤田進、武内秀明及び伊知地俊人は、社外取締役である。

２．監査役 西村正明、吉識至孝及び小川真人は、社外監査役である。

３．取締役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

４．監査役の任期は、平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

５．監査役の任期は、平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち

最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである。

６．当社は経営執行の迅速化と明確化を図るため、執行役員制度を導入している。

執行役員は、11名で内４名は取締役と兼務している。
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６【コーポレート・ガバナンスの状況等】

（１）【コーポレート・ガバナンスの状況】

１．企業統治の体制

・企業統治の体制の概要及び現状の体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社であり、監査役は、法務、財務、会計、会社経営の経験等の高い見識と豊富な経

験を有し、取締役会等において経営陣に対して積極的に意見を述べるとともに、日常的に取締役を含む業務執

行者と意見交換を行い、諸会議や意見交換により得られた情報を他の監査役とも積極的に共有することを通じ

て、独立した客観的な立場で実効性の高い監査体制を構築しております。

取締役会は、法令、定款及び取締役会規則に基づき、企業戦略等の重要事項を決定することとしており、他

社における会社経営経験者、弁護士、経営戦略の立案・遂行に関する経験者等の社外取締役による経営方針や

経営計画等に関する意見表明及び助言、利益相反取引の監督の実施等の適切な関与の下、実効性の高い監督体

制を構築しております。また、任意の機関として設けたコンプライアンス推進委員会を通じて、コーポレート

ガバナンスや内部統制の充実・強化を図っております。

なお、取締役会の決定に基づく業務執行上の重要事項は経営会議において審議・決定するとともに、業務分

掌や職務権限等に係る社内規定を定め、各部門の職責と決裁権限等を明確にすることを通じて、経営陣幹部に

よる迅速かつ適切な意思決定が可能となるよう環境を整備しております。

① 取締役会は、取締役７名（社外取締役は、独立社外取締役２名を含む３名）で構成され、法令、定款及

び取締役会規則に基づき、経営方針、経営戦略等の経営上の重要事項を原則月１回開催される取締役会

において審議・決定するとともに、取締役の職務執行についての監督を行なっております。なお、経営

責任の明確化を図るため取締役の任期は１年間としております。

② 取締役会の決議に基づく業務執行上の重要事項は、代表取締役社長が議長となり、事業本部、技術本

部、管理本部の各本部長である業務執行取締役、社外取締役及び常勤監査役により構成される経営会議

において充分時間をかけて審議・決定しております。

③ 取締役会の監督機能を強化し、経営の意思決定・監督機関と業務執行の機能を分離し、迅速な意思決定

を図るため、執行役員制度を導入しております。

④ 執行役員は、取締役会の決議により選任され（取締役兼務者４名を含む11名）、代表取締役社長の指揮

命令・監督のもと、担当職務を執行しております。

⑤ 当社は、監査役会設置会社であり、監査役会は監査役４名（社外監査役は、独立役員として指定した２

名を含む３名）で構成されております。

⑥ 監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会、経営会議等の重要な会議に常時

出席し、業務及び財産等の調査を通じて取締役の職務の執行状況について厳正な監査を実施しておりま

す。

⑦ 代表取締役社長を委員長、業務執行取締役を委員、外部の弁護士をアドバイザーとするコンプライアン

ス推進委員会を設け、コンプライアンスの取組みの推進・主導活動のほか、コーポレートガバナンスや

内部統制の充実・強化を図っております。

⑧ 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保す

るための体制として、取締役会において内部統制構築の基本方針を定め、内部統制機能の向上を図って

おります。

⑨ 社長直轄の内部監査部門として業務監査室を設置し、業務監査室は、内部統制システムを円滑に推進す

るため、会計監査人と調整を図りながら内部統制システムの更なる整備・向上に取り組むとともに、社

内教育、研修会を実施して全役職員への啓蒙や意識改革に努めております。

⑩ 業務監査室は、一定規模以上の工事作業所を対象とした日常的な作業所監査のほか、各部門を対象とし

た内部監査を期初に策定した内部監査計画に基づき実施し、これらの監査結果を直接代表取締役社長に

報告するとともに、監査役会とも監査結果を共有することにより連携を図っております。また、業務監

査室は、監査機会を通じて被監査部門に対して適宜業務改善指示を行い、被監査部門から改善計画を報

告させることにより、内部監査の実効性を確保しております。

⑪ 総務・法務部においては、遵法意識の啓蒙、現業部門に対するアドバイザリー業務、契約書等の事前審

査を通じて、法令違反等の未然防止並びに企業活動において発生するリスクの低減に努めております。

⑫ 複数の弁護士や税理士と顧問契約を締結し、客観的で専門的な立場からの意見やアドバイスを受け、経

営判断の重要な指針としております。

・内部統制システムの整備の状況
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① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・「コンプライアンスに係る基本指針」を定め、全役職員に対して企業活動におけるコンプライアンス

意識の向上とその重要性について継続して教育・指導を行い、法令違反、定款違反等の不正をおこさ

せない企業風土を醸成する。そのために、社長を委員長としたコンプライアンス推進委員会を設置

し、全役職員に対する教育・指導を主導する等の委員会活動を通じて、コンプライアンスのより一層

の充実・強化を図る。また、内部監査部門による内部監査及び内部通報制度等を通じて、法令及び定

款に違反する行為等を早期に発見・是正する体制を構築する。

・市民社会の秩序や安全に影響を与えるような反社会的勢力や団体との関係は断固拒絶し、これらに関

係する企業、団体、個人とは一切取引を行わないものとする。また、関係行政機関や諸団体等を通じ

て反社会的勢力の情報を収集するとともに、講習会、セミナー等を通じて従業員への周知徹底を図

る。

・財務報告の信頼性を確保するため、「財務報告に係る内部統制の基本方針」を遵守するとともに、財

務報告に係る内部統制の整備、運用、評価を行う体制の更なる整備に努める。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

「文書管理規定」を遵守し、取締役の職務の執行状況を適切に記録、保存、管理し、取締役及び監査

役は、これらの文書を常時閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

予測されるリスクに対してその回避、軽減及び対処方法等について適切な管理体制を整えるものとす

る。また、不測の事態が発生した場合には、損失の拡大防止と損失を最小限に止めるため、社長を本部

長とする対策本部を設置のうえ、迅速に対応する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

達成すべき全社的目標・計画を取締役及び従業員が認識し、これらの目標を達成するために取締役並

びに各担当者の業務範囲や責任範囲、決裁権限等を明確にし、ＩＴシステムを活用した情報の共有化を

図るとともに業務効率を改善する。また、目標達成に向けて常に業務の進捗確認を行い、目標達成の確

度を上げる。

⑤ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

現在、当社に子会社は存在しないが、将来において当社を中心とする企業集団を形成した場合には、

当社は主管部門を設置して、子会社に対して当社と整合性をもった各種規定・制度の整備・運用を行う

よう指導し、当社の取締役会及び主管部門は子会社の重要案件の取扱いや業務執行状況等について定期

的に報告を求め、子会社を適正に管理・監督する。

また、子会社の業務の適正を確保するため、当社内部監査部門が定期的に子会社の内部監査を実施す

るとともに、当社の内部通報制度を子会社の役職員も利用できる体制とする。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当

該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性に関する事項

監査役の求めに応じて、監査役の職務を補助する組織または人員を配置し、監査業務の補助を行うも

のとする。当該職務補助者が他部門の使用人を兼務する場合は、監査役の職務補助業務を優先するもの

とする。また、当該職務補助者の人事異動については監査役の意見を尊重し、決定するものとし、人事

評価については監査役が行うものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制

・取締役及び使用人は、全社的に重大な影響を及ぼす事項または及ぼす恐れのある事項については監査

役に速やかに報告するものとする。

・監査役は必要に応じて取締役及び使用人に対して業務執行状況の報告を求めることができ、監査役か

ら報告を求められた者は速やかに報告するものとする。

⑧ 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための

体制

報告者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けることがないよう、「内部通報規

定」の通報者と同様に保護措置を講じるものとする。
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⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社に対して監査役がその職務の執行について生ずる費用を請求した場合には、当社はその費用を負

担するものとする。

⑩ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

・代表取締役は、監査役との定期的な会合を実施するとともに、監査役に対して適宜必要な情報を提供

し、監査役との意思疎通を図るものとする。

・内部監査部門は、内部監査の結果等を定期的に監査役会に報告する等、監査役との連携を図るものと

する。

・監査役は、関係部署と連携を図りながら随時情報交換を行い、必要に応じて社内の会議体に出席でき

るものとする。

・リスク管理体制の整備の状況

当社を取り巻く経営環境の変化に伴い、管理すべきリスクも複雑・多様化しております。このような状況の

中、当社では、総務・法務部を設置し、「コンプライアンス」及び「企業理念に沿った活動」を広く推進する

体制作りをしております。

当社のコーポレート・ガバナンス体制の概念図は次のとおりであります。
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２．内部監査及び監査役監査の状況

当社の内部監査機能は、業務監査室（６名）が会計、業務等に関する内部監査を定期的に実施し、各部門に対

し具体的な助言を行っております。

監査役は、取締役会その他重要な会議に出席する他、事業所の往査等を通じて経営状況を把握する等の業務監

査を実施しております。また、監査役会において相互に業務執行の状況について報告を行うとともに、内部監査

部門及び会計監査人と必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなど、連携を密にして監査の実効性と効率性

の向上に努めております。

３．社外取締役及び社外監査役

当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。

社外取締役の藤田進氏は㈱マルハンの取締役執行役員を兼務しており、また社外監査役の吉識至孝氏は同社の

常勤監査役を務めておりますが、同社は、議決権比率にして32.47％に相当する当社株式を保有しており、「そ

の他の関係会社」に該当するとともに、建設工事に係る取引先（取引高は当事業年度において43百万円）でもあ

ります。また、藤田進氏及び吉識至孝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

社外取締役の武内秀明氏及び伊知地俊人氏（平成29年６月28日開催の定時株主総会決議をもって就任）と当社

との間には特別の利害関係はありません。

社外監査役の西村正明氏及び小川真人氏（平成29年６月28日開催の定時株主総会決議をもって就任）と当社と

の間には特別の利害関係はありません。

当社は、経営の監視機能の充実を図るため、会社経営に関する豊富な経験と見識及び専門的な知見を有する社

外取締役及び社外監査役を選任し、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的かつ適切な意見、監督ま

たは監査など、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行することを求めております。

藤田進氏は、他社における会社経営の経験のほか、経営戦略の立案・遂行に関する長い経験と高い見識を有し

ており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

武内秀明氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を有しており、当社の社外取締役としての職務遂

行にあたり適任と判断しております。

伊知地俊人氏は、他社における会社経営の経験のほか、不動産関連の実務に関する長い経験と高い見識を有し

ており、当社の社外取締役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

西村正明氏は、財務・経理部門での長い経験に基づく財務及び会計に関する相当程度の知見のほか、会社経営

の経験に裏付けられた高い見識を有しており、当社の社外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しており

ます。

吉識至孝氏は、他社の内部監査部門における長期間にわたる監査経験に加えて他社の常勤監査役としての株式

会社の監査に関する長い経験とそれに裏付けられた高い見識を有しており、当社の社外監査役としての職務遂行

にあたり適任と判断しております。

小川真人氏は、長年にわたる公認会計士としての実務経験に基づく財務及び会計に関する専門的な知識に加え

て企業倫理の遵守に徹する見識等を有するほか、他社の代表取締役としての豊富な会社経営経験から、当社の社

外監査役としての職務遂行にあたり適任と判断しております。

なお、社外取締役の武内秀明氏及び伊知地俊人氏と社外監査役の西村正明氏及び小川真人氏は、当社が規定す

る独立性基準を満たしていることから、独立役員に指定しております。

常勤監査役及び社外監査役は、会計監査人や内部監査部門から定期的に監査の実施状況や結果について報告を

受けるなど、他の監査機関との緊密な連携のもと、社外取締役の有益な意見も取り入れながら厳正な監査を行っ

ております。

４．会計監査の状況

当社は、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法

に基づく会計監査を受け、会計処理の透明性と正確性の向上に努めております。なお、同監査法人及び当社監査

に従事する同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。

当事業年度において、業務を執行した公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成は、次のとおりであり

ます。

業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員 山口　弘志

指定有限責任社員 業務執行社員 井上　嘉之

監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　６名 　その他　７名
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５．役員報酬の内容

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別総額（百万円） 対象となる役
員の員数
（人）基本報酬

ストック
オプション

賞与

取締役

(社外取締役を除く。)
132 111 11 9 4

監査役

(社外監査役を除く。)
17 16 － 1 1

社外役員 19 19 － － 3

（注）１．上記の取締役に支払った株式報酬型ストックオプションの内訳は次のとおりです。

平成27年７月30日開催の取締役会の決議によるもの　　　　３百万円

平成28年６月28日開催の取締役会の決議によるもの　　　　７百万円

２．役員報酬限度額は、平成20年６月27日開催の定時株主総会で、次のとおり決議されておりま

す。但し、この金額には使用人分の給与（賞与を含む）相当額は含まれないこととなっており

ます。

取締役 年額 270百万円

監査役 年額 40百万円

３．平成18年６月29日開催の定時株主総会において、前項の報酬限度額とは別枠で、各事業年度に

係る定時株主総会から１年以内に取締役に割り当てる株式報酬型ストックオプションとしての

新株予約権に関する報酬等の額の上限を30百万円とする旨、決議されております。

ロ．役員の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
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６．株式の保有状況

イ．投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

20銘柄 898百万円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の保有区分、銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保

有目的

前事業年度

特定投資株式

銘柄
株式数

（株）

貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

住友不動産㈱ 115,000 378 取引先との関係強化のため

㈱三井住友フィナンシャルグループ 45,807 156 取引先との関係強化のため

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 215,100 112 取引先との関係強化のため

上新電機㈱ 110,000 95 取引先との関係強化のため

暁飯島工業㈱ 16,000 27 取引先との関係強化のため

㈱みずほフィナンシャルグループ 113,850 19 取引先との関係強化のため

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 11,686 3 取引先との関係維持のため

㈱明豊エンタープライズ 20,000 2 取引先との関係強化のため

第一生命保険㈱ 600 0 取引先との関係強化のため

大成建設㈱ 1,000 0 業界動向の把握のため

 

当事業年度

特定投資株式

銘柄
株式数

（株）

貸借対照表計上額

（百万円）
保有目的

住友不動産㈱ 115,000 331 取引先との関係強化のため

㈱三井住友フィナンシャルグループ 45,807 185 取引先との関係強化のため

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 215,100 150 取引先との関係強化のため

上新電機㈱ 110,000 124 取引先との関係強化のため

暁飯島工業㈱ 32,000 33 取引先との関係強化のため

㈱みずほフィナンシャルグループ 113,850 23 取引先との関係強化のため

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 1,168 4 取引先との関係維持のため

㈱明豊エンタープライズ 20,000 3 取引先との関係強化のため

第一生命ホールディングス㈱ 600 1 取引先との関係強化のため

大成建設㈱ 1,000 0 業界動向の把握のため

 

７．取締役及び監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあたりその能力を十分発揮できるよう、会社法第426条第１項の規

定により、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含

む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
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８．責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度

額は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役ともに３百万円または法令が定める最低限度額

のいずれか高い額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意にして、かつ、重大な過失がない場合に限られます。

９．取締役の定数

当社の取締役は、９名以内とする旨定款に定めております。

10．取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することのできる株主の議決権の３分の１以上を有する株

主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

11．自己の株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応し機動的な経営を行うことを目的として、会社法第165条第２項の規定によ

り、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。

12．中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第５項の規定により、取締役会

の決議によって、毎年９月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

13．株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することのできる株

主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨定款に定めており

ます。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを

目的とするものであります。

（２）【監査報酬の内容等】

①【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度 当事業年度

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

監査証明業務に基づく報酬
（百万円）

非監査業務に基づく報酬
（百万円）

30 14 37 2

 

②【その他重要な報酬の内容】

（前事業年度）

該当事項はありません。

（当事業年度）

該当事項はありません。

③【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

（前事業年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、システム更新に伴う内

部統制高度化に関する助言業務等であります。

（当事業年度）

当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容としましては、システム更新に伴う内

部統制高度化に関する助言業務等であります。

④【監査報酬の決定方針】

決定方針は特に定めておりませんが、当社の業種・規模及び監査計画日数等に基づき決定しております。
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第５【経理の状況】

１．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）第２条の

規定に基づき、同規則及び「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）により作成している。

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、事業年度（平成28年４月１日から平成29年３月31日

まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツにより監査を受けている。

３．連結財務諸表について

当社は、子会社がないので、連結財務諸表を作成していない。

４．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、運用できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構への

加入、監査法人及び各種団体の主催する研修への参加など、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを

行っている。
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１【財務諸表等】

（１）【財務諸表】

①【貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当事業年度

(平成29年３月31日)

資産の部   

流動資産   

現金預金 7,849 9,058

受取手形 ※１ 4,744 ※１ 6,711

完成工事未収入金 ※１ 19,636 ※１ 24,879

未成工事支出金 ※４ 1,473 ※４ 2,542

前払費用 68 89

繰延税金資産 495 593

未収入金 53 62

その他 218 948

貸倒引当金 △11 △12

流動資産合計 34,528 44,874

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※２ 3,067 ※２ 2,807

減価償却累計額 △2,138 △2,042

建物（純額） 928 764

構築物 251 239

減価償却累計額 △238 △228

構築物（純額） 13 11

車両運搬具 5 －

減価償却累計額 △0 －

車両運搬具（純額） 5 －

工具器具・備品 227 248

減価償却累計額 △176 △183

工具器具・備品（純額） 50 65

土地 ※２ 1,022 ※２ 832

リース資産 20 24

減価償却累計額 △10 △12

リース資産（純額） 10 11

建設仮勘定 － 100

有形固定資産合計 2,030 1,786

無形固定資産   

ソフトウエア 92 153

その他 25 25

無形固定資産合計 117 178
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当事業年度

(平成29年３月31日)

投資その他の資産   

投資有価証券 ※２ 1,035 ※２ 1,400

出資金 5 5

破産更生債権等 190 190

長期前払費用 22 37

繰延税金資産 366 373

差入保証金 540 536

その他 32 39

貸倒引当金 △189 △189

投資その他の資産合計 2,004 2,393

固定資産合計 4,152 4,358

資産合計 38,680 49,232
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当事業年度

(平成29年３月31日)

負債の部   

流動負債   

支払手形 11,316 15,379

工事未払金 7,148 10,831

短期借入金 ※２ 1,219 ※２ 1,492

1年内償還予定の社債 132 －

リース債務 5 6

未払金 336 251

未払費用 352 473

未払法人税等 923 922

未払消費税等 793 －

未成工事受入金 1,045 1,769

預り金 46 41

完成工事補償引当金 214 213

工事損失引当金 ※４ 36 ※４ 35

賞与引当金 391 455

その他 9 9

流動負債合計 23,971 31,880

固定負債   

長期借入金 ※２ 2,073 ※２ 1,885

リース債務 6 6

退職給付引当金 1,126 1,208

長期未払金 9 9

長期預り金 440 375

固定負債合計 3,656 3,485

負債合計 27,627 35,365
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(平成28年３月31日)
当事業年度

(平成29年３月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,321 4,321

資本剰余金   

資本準備金 206 206

資本剰余金合計 206 206

利益剰余金   

利益準備金 190 219

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 6,006 8,735

利益剰余金合計 6,196 8,954

自己株式 △20 △21

株主資本合計 10,704 13,461

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 324 369

評価・換算差額等合計 324 369

新株予約権 23 35

純資産合計 11,052 13,866

負債純資産合計 38,680 49,232
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②【損益計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

当事業年度
(自　平成28年４月１日
　至　平成29年３月31日)

売上高   

完成工事高 71,126 80,882

不動産事業売上高 652 613

売上高合計 71,778 81,495

売上原価   

完成工事原価 ※１ 64,959 ※１ 74,142

不動産事業売上原価 ※２ 561 ※２ 525

売上原価合計 65,521 74,668

売上総利益   

完成工事総利益 6,167 6,739

不動産事業総利益 90 87

売上総利益合計 6,257 6,827

販売費及び一般管理費   

役員報酬 157 169

従業員給料及び手当 902 922

退職金 0 6

退職給付費用 43 46

賞与引当金繰入額 79 84

法定福利費 163 163

福利厚生費 28 28

修繕維持費 31 43

事務用品費 23 25

通信交通費 138 150

動力用水光熱費 3 2

広告宣伝費 3 1

貸倒引当金繰入額 － 1

交際費 59 65

寄付金 3 11

地代家賃 89 96

減価償却費 32 58

租税公課 129 197

保険料 13 15

雑費 465 378

販売費及び一般管理費合計 2,367 2,471

営業利益 3,890 4,355
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  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

当事業年度
(自　平成28年４月１日
　至　平成29年３月31日)

営業外収益   

受取利息 7 1

受取配当金 17 17

貸倒引当金戻入額 8 0

雑収入 15 10

営業外収益合計 49 30

営業外費用   

支払利息 49 45

社債利息 1 0

手形売却損 8 2

支払手数料 52 58

支払保証料 3 0

事務所移転費用 34 －

雑支出 1 1

営業外費用合計 150 109

経常利益 3,788 4,276

特別利益   

固定資産売却益 104 100

特別利益合計 104 100

特別損失   

固定資産売却損 － 1

ゴルフ会員権評価損 － 3

減損損失 ※３ 488 －

固定資産除却損 5 －

特別損失合計 494 4

税引前当期純利益 3,399 4,371

法人税、住民税及び事業税 1,272 1,447

法人税等調整額 △184 △123

法人税等合計 1,087 1,323

当期純利益 2,311 3,048
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【完成工事原価報告書】

  
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

Ⅰ 材料費  3,479 5.4 3,849 5.2

Ⅱ 労務費  7,544 11.6 5,083 6.8

（うち労務外注費）  (7,544) (11.6) (5,083) (6.8)

Ⅲ 外注費  45,884 70.6 56,554 76.3

Ⅳ 経費  8,051 12.4 8,655 11.7

（うち人件費）  (4,301) (6.6) (3,131) (4.2)

計  64,959 100 74,142 100

      

（注）原価計算の方法は、個別原価計算である。

【不動産事業売上原価報告書】

  
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

Ⅰ 不動産取得費  2 0.4 － －

Ⅱ 人件費  27 5.0 34 6.5

Ⅲ 減価償却費  67 12.1 59 11.4

Ⅳ その他経費  463 82.5 431 82.1

計  561 100 525 100

      

（注）原価計算の方法は、個別原価計算である。
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③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,305 190 190 164 3,971 4,136 △19 8,613

当期変動額         

新株の発行（新株予約権の行
使）

16 16 16     32

利益準備金の積立    25 △25 －  －

剰余金の配当     △251 △251  △251

当期純利益     2,311 2,311  2,311

自己株式の取得       △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

        

当期変動額合計 16 16 16 25 2,034 2,059 △0 2,091

当期末残高 4,321 206 206 190 6,006 6,196 △20 10,704

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 487 487 43 9,145

当期変動額     

新株の発行（新株予約権の行
使）

   32

利益準備金の積立    －

剰余金の配当    △251

当期純利益    2,311

自己株式の取得    △0

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

△163 △163 △20 △183

当期変動額合計 △163 △163 △20 1,907

当期末残高 324 324 23 11,052
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当事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

       (単位：百万円)

 株主資本

 

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計

 

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計

 
繰越利益剰
余金

当期首残高 4,321 206 206 190 6,006 6,196 △20 10,704

当期変動額         

新株の発行（新株予約権の行
使）

       －

利益準備金の積立    28 △28 －  －

剰余金の配当     △289 △289  △289

当期純利益     3,048 3,048  3,048

自己株式の取得       △1 △1

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

        

当期変動額合計 － － － 28 2,729 2,758 △1 2,756

当期末残高 4,321 206 206 219 8,735 8,954 △21 13,461

 

     

 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
 

その他有価
証券評価差
額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 324 324 23 11,052

当期変動額     

新株の発行（新株予約権の行
使）

   －

利益準備金の積立    －

剰余金の配当    △289

当期純利益    3,048

自己株式の取得    △1

株主資本以外の項目の当期変動
額（純額）

45 45 11 57

当期変動額合計 45 45 11 2,814

当期末残高 369 369 35 13,866

 

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

54/94



④【キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
前事業年度

(自　平成27年４月１日
　至　平成28年３月31日)

当事業年度
(自　平成28年４月１日
　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益 3,399 4,371

減価償却費 100 119

減損損失 488 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8 0

完成工事補償引当金の増減額（△は減少） 76 △1

工事損失引当金の増減額（△は減少） △18 △1

賞与引当金の増減額（△は減少） 32 64

退職給付引当金の増減額（△は減少） 83 82

受取利息及び受取配当金 △25 △19

支払利息 51 46

固定資産売却損益（△は益） △104 △98

売上債権の増減額（△は増加） △5,749 △7,210

未成工事支出金の増減額（△は増加） 1,920 △1,069

仕入債務の増減額（△は減少） △61 7,745

未収消費税等の増減額（△は増加） 1,099 △752

未払消費税等の増減額（△は減少） 793 △793

未成工事受入金の増減額（△は減少） △810 723

その他 404 9

小計 1,671 3,217

利息及び配当金の受取額 25 20

利息の支払額 △52 △48

法人税等の支払額 △978 △1,501

営業活動によるキャッシュ・フロー 666 1,688

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △183 △150

有形固定資産の売却による収入 441 406

無形固定資産の取得による支出 △85 △72

投資有価証券の取得による支出 △201 △501

投資有価証券の償還による収入 － 200

その他 94 △14

投資活動によるキャッシュ・フロー 65 △133

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 117 107

社債の償還による支出 △268 △132

長期借入れによる収入 884 726

長期借入金の返済による支出 △733 △749

リース債務の返済による支出 △4 △6

配当金の支払額 △249 △289

その他 △0 △1

財務活動によるキャッシュ・フロー △254 △345

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 476 1,209

現金及び現金同等物の期首残高 7,372 7,849

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 7,849 ※ 9,058
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【注記事項】

（重要な会計方針）

１．有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券  

時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却

原価は移動平均法により算定）

時価のないもの 移動平均法による原価法

 

２．デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ

時価法

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

販売用不動産

個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

未成工事支出金

個別法による原価法

４．固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっている。

なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっている。

ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づいている。

リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用している。

５．引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見積額を計上している。

完成工事補償引当金

完成工事に係る瑕疵担保に要する費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額を計

上している。

工事損失引当金

受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金

額を合理的に見積ることができる工事について、損失見込額を計上している。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上している。
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退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給

付算定式基準によっている。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理している。

６．収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進

行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用している。

なお、工事進行基準による完成工事高は、66,266百万円である。

７．ヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップについては特例処理の要件を満たしており、特例処理によっている。

②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段

金利スワップ

ヘッジ対象

変動金利借入金

③ヘッジ方針

金利変動リスクを回避するため、金利スワップを採用しており、投機的取引は実施していない。

④ヘッジ有効性評価の方法

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略している。

８．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は手許現金、随時引き出し可能な預金及び容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなる。

９．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等に相当する額の会計処理

消費税等に相当する額の会計処理は、税抜方式を採用している。

なお、資産に係る控除対象外消費税等については、発生事業年度の費用として処理している。

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を

当事業年度から適用している。
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（貸借対照表関係）

※１．関係会社項目

関係会社に対する資産は次のとおりである。

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

受取手形及び完成工事未収入金 2百万円 31百万円

 

※２．担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりである。

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

建物 413百万円 373百万円

土地 596 596

投資有価証券 2 3

計 1,011 972

 

上記に対応する債務は次のとおりである。

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

短期借入金（１年内返済予定の長期借入金

を含む）
424百万円 530百万円

長期借入金 777 672

 

３．偶発債務

分譲マンション手付金の前金保証に対する連帯保証

前事業年度
（平成28年３月31日）

当事業年度
（平成29年３月31日）

㈱モリモト 218百万円 ㈱モリモト 141百万円

㈱エストラスト 83 トラストネットワーク㈱ 18

㈱日商エステム 25   

トラストネットワーク㈱ 21   

計 349 計 159

 

※４．損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示してい

る。

工事損失引当金に対応する未成工事支出金の額

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

工事損失引当金に対応する未成工事支出金

の額

27百万円 7百万円

 

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

58/94



５．貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行７行と当座貸越契約を、取引銀行３行と貸出コミットメント

契約を締結している。

事業年度末におけるこれらの契約に係る借入未実行残高等は次のとおりである。

なお、貸出コミットメント契約については、以下の財務制限条項が付されている。

①事業年度の末日における貸借対照表の自己資本の合計金額を直前の事業年度の末日における貸借対照表の自己

資本の合計金額の75％以上に維持すること。

②事業年度における損益計算書の経常利益が損失とならないこと。

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

当座貸越極度額

及び貸出コミットメントの総額
8,100百万円 8,000百万円

借入実行残高 722 794

差引額 7,377 7,205

 

（損益計算書関係）

※１．完成工事原価に含まれる工事損失引当金繰入額

前事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

36百万円 35百万円

 

※２．不動産事業売上原価には、次の販売用不動産評価損が含まれている。

前事業年度
（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

0百万円 －百万円
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※３．減損損失

当社は、以下の資産について減損損失を計上している。

前事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

用途 場所 種類 減損損失（百万円）

賃貸マンション 埼玉県さいたま市 建物及び土地 61

賃貸マンション 愛知県名古屋市名東区 建物及び土地 26

賃貸マンション 愛知県名古屋市南区 建物及び土地 311

賃貸マンション 大阪府岸和田市 土地 88

合　　　計 488

当社は、建設事業用資産については事業所単位で、不動産事業用資産については個別物件単位でグルーピングして

いる。当事業年度において、不動産事業用資産のうち、売却処分する方針を決定した上記資産の帳簿価額を正味売却

価額まで減額し、当該減少額を減損損失（488百万円）として特別損失に計上している。その主な内訳は、埼玉県さ

いたま市の賃貸マンション（建物31百万円及び土地30百万円）、愛知県名古屋市名東区の賃貸マンション（建物19百

万円及び土地７百万円）、愛知県名古屋市南区の賃貸マンション（建物61百万円及び土地250百万円）大阪府岸和田

市の賃貸マンション（土地88百万円）である。

なお、当資産の正味売却価額は、不動産鑑定評価額に基づき算定している。

 

当事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

該当事項なし。
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（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首株式数

（千株）
当事業年度増加株式数

（千株）
当事業年度減少株式数

（千株）
当事業年度末株式数

（千株）

発行済株式     

普通株式　（注）１ 36,062 280 － 36,342

合計 36,062 280 － 36,342

自己株式     

普通株式　（注）２ 104 2 － 107

合計 104 2 － 107

（注）１．発行済株式の増加株式数は、新株予約権の行使によるものである。

２．自己株式の増加株式数は、すべて単元未満株式の買取によるものである。

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高

（百万円）当事業年度
期首

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 23

合計 － － － － － 23

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成27年６月26日

定時株主総会
普通株式 251 7.00 平成27年３月31日 平成27年６月29日

（注）１株当たり配当額の内訳　普通配当 5.00円　記念配当 2.00円

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 289 利益剰余金 8.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日

 

EDINET提出書類

株式会社イチケン(E00117)

有価証券報告書

61/94



当事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類
当事業年度期首株式数

（千株）
当事業年度増加株式数

（千株）
当事業年度減少株式数

（千株）
当事業年度末株式数

（千株）

発行済株式     

普通株式 36,342 － － 36,342

合計 36,342 － － 36,342

自己株式     

普通株式　（注） 107 4 － 112

合計 107 4 － 112

（注）自己株式の増加株式数は、すべて単元未満株式の買取によるものである。

２．新株予約権等に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の
種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当事業年度末
残高

（百万円）当事業年度
期首

当事業年度
増加

当事業年度
減少

当事業年度末

ストック・オプションとして

の新株予約権
－ － － － － 35

合計 － － － － － 35

 

３．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成28年６月28日

定時株主総会
普通株式 289 8.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日

 

（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（百万円）

配当の原資
１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成29年６月28日

定時株主総会
普通株式 326 利益剰余金 9.00 平成29年３月31日 平成29年６月29日
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（キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

  
前事業年度

（自 平成27年４月１日
至 平成28年３月31日）

当事業年度
（自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日）

現金預金勘定 7,849百万円 9,058百万円

現金及び現金同等物 7,849 9,058

 

（リース取引関係）

所有権移転外ファイナンス・リース取引

①リース資産の内容

有形固定資産

営業車両である。

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針　「４．固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりである。

（金融商品関係）

１．金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入や社債発行

による方針である。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は

行っていない。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関

しては、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行っている。なお、回収期日はそのほとんどが１年以内で

ある。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されているが、主に業務上の関係を有する企業

の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されている。

破産更生債権等は、顧客の信用リスクに晒されている。当該リスクに関しては、取引先ごとに定期的な

債権管理を行い、必要に応じて法的措置を検討するなど、債権の早期回収を図る体制としている。

営業債務である支払手形及び工事未払金の支払期日は、そのほとんどが１年以内である。

短期借入金、長期借入金及び社債は主に営業取引に係る資金調達である。変動金利の借入金は、金利の

変動リスクに晒されているが、このうち長期のものについては、支払金利の変動リスクを回避し支払利息

の固定化を図るために、個別契約ごとにデリバティブ取引（金利スワップ取引）をヘッジ手段として利用

している。ヘッジの有効性の評価方法については、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、

その判定をもって有効性の評価を省略している。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規定に従って行っており、また、デ

リバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行って

いる。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されているが、当社では、月次に資金繰計画を作成する

などの方法により管理している。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が

含まれている。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用する

ことにより、当該価額が変動することもある。
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２．金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて

困難と認められるものは、次表に含まれていない((注）2.参照)。

前事業年度（平成28年３月31日）

 貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金預金 7,849 7,849 －

(2) 受取手形 4,744 4,744 －

(3) 完成工事未収入金 19,636 19,636 －

(4) 投資有価証券    

その他有価証券 996 996 －

(5) 破産更生債権等 190   

貸倒引当金（※） △187   

 3 3 －

資産計 33,229 33,229 －

(1) 支払手形 11,316 11,316 －

(2) 工事未払金 7,148 7,148 －

(3) 短期借入金 1,219 1,219 －

(4) １年内償還予定の社債 132 132 －

(5) 長期借入金 2,073 2,052 △21

負債計 21,891 21,870 △21

デリバティブ取引 － － －

（※）破産更生債権等については個別に計上している貸倒引当金を控除している。
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当事業年度（平成29年３月31日）

 貸借対照表計上額

（百万円）
時価（百万円） 差額（百万円）

(1) 現金預金 9,058 9,058 －

(2) 受取手形 6,711 6,711 －

(3) 完成工事未収入金 24,879 24,879 －

(4) 投資有価証券    

その他有価証券 1,361 1,361 －

(5) 破産更生債権等 190   

貸倒引当金（※） △187  
 

 

 3 3 －

資産計 42,014 42,014 －

(1) 支払手形 15,379 15,379 －

(2) 工事未払金 10,831 10,831 －

(3) 短期借入金 1,492 1,492 －

(4) １年内償還予定の社債 － － －

(5) 長期借入金 1,885 1,853 △32

負債計 29,588 29,556 △32

デリバティブ取引 － － －

（※）破産更生債権等については個別に計上している貸倒引当金を控除している。

（注）１．金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資　産

（1）現金預金、（2）受取手形

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっている。

（3）完成工事未収入金

完成工事未収入金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっている。また、貸倒懸念債権については担保及び保証による回収見込み額

等に基づいて貸倒見積額を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表計上額から

現在の貸倒見積額を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としている。

（4）投資有価証券

投資有価証券の時価は、株式は取引所における価格によっており、債券は取引金融機関か

ら提示された価格によっている。

また、有価証券について定められた注記事項は、「有価証券関係」に記載している。

（5）破産更生債権等

破産更生債権等は、担保及び保証による回収見込み額等に基づいて貸倒見積額を算定して

いるため、時価は決算日における貸借対照表計上額から現在の貸倒見積額を控除した金額に

近似しており、当該帳簿価額をもって時価としている。

負　債

（1）支払手形、（2）工事未払金、（3）短期借入金、（4）１年内償還予定の社債

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額

によっている。
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（5）長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を当該借入の残存期間及び信用リスクを加味した利

率で割り引いた現在価値により算出している。変動金利による長期借入金は金利スワップの

特例処理の対象とされており（「デリバティブ取引関係」注記参照）、当該金利スワップと

一体として処理された元利金の合計額を、当該借入の残存期間及び信用リスクを加味した利

率で割り引いて算定する方法によっている。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」に記載している。

（注）２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

区分
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

非上場株式（百万円） 39 39

非上場株式は、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時

価を把握することが極めて困難と認められるため、表中の「資産（4）投資有価証券　その他有価証

券」には含めていない。

（注）３．金銭債権及び満期のある有価証券の事業年度末日後の償還予定額

前事業年度（平成28年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

現金預金 7,849 － －

受取手形 4,744 － －

完成工事未収入金 19,636 － －

有価証券

その他有価証券のう

ち満期があるもの

債券 － － 200

合計 32,230 － 200

（※）破産更生債権等（貸借対照表計上額 190百万円）については償還予定額及び償還予定時期が

未確定のため、上表には含めていない。
 
当事業年度（平成29年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超５年以内
（百万円）

５年超
（百万円）

現金預金 9,058 － －

受取手形 6,711 － －

完成工事未収入金 24,879 － －

有価証券

その他有価証券のう

ち満期があるもの

債券 － － 500

合計 40,650 － 500

（※）破産更生債権等（貸借対照表計上額 190百万円）については償還予定額及び償還予定時期が

未確定のため、上表には含めていない。
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（注）４．社債、長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の事業年度末日後の返済予定額

前事業年度（平成28年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

短期借入金 469 － － － －

社債 132 － － － －

長期借入金 749 812 627 441 191

リース債務 5 3 2 0 －

合計 1,357 816 629 441 191

 

当事業年度（平成29年３月31日）

 
１年以内
（百万円）

１年超
２年以内
（百万円）

２年超
３年以内
（百万円）

３年超
４年以内
（百万円）

４年超
５年以内
（百万円）

短期借入金 577 － － － －

社債 － － － － －

長期借入金 914 783 597 347 156

リース債務 6 4 1 － －

合計 1,498 788 599 347 156

 

（有価証券関係）

１．その他有価証券

前事業年度（平成28年３月31日）

種類
貸借対照表
計上額

（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 795 426 369

(2) 貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 0 0 △0

債券    

社債 200 201 △1

小計 201 202 △1

合計 996 628 367

（注）取得原価は減損処理後の金額を記載している。なお、非上場株式（貸借対照表計上額 39百万円）

については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めていない。
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当事業年度（平成29年３月31日）

種類
貸借対照表
計上額

（百万円）

取得原価
（百万円）

差額
（百万円）

(1) 貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 859 426 432

(2) 貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 － － －

債券    

社債 － － －

国債 501 501 △0

小計 501 501 △0

合計 1,361 928 432

（注）取得原価は減損処理後の金額を記載している。なお、非上場株式（貸借対照表計上額 39百万円）

については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の

「その他有価証券」には含めていない。

（デリバティブ取引関係）

ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

前事業年度（平成28年３月31日）

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引の

種類等

主なへッジ

対象

契約額等

（百万円）

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動
長期借入金 1,621 1,150 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ

れるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。

 

当事業年度（平成29年３月31日）

ヘッジ会計の方法
デリバティブ取引の

種類等

主なへッジ

対象

契約額等

（百万円）

うち１年超

（百万円）

時価

（百万円）

金利スワップの

特例処理

金利スワップ取引

支払固定・受取変動
長期借入金 1,660 1,087 （注）

（注）金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ

れるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載している。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の退職一時金制度及び確定拠出年金制度を設けている。なお、従業員の退職等に際し

て、割増退職金を支払う場合がある。

２．確定給付制度

(1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

 
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

退職給付債務の期首残高 1,076百万円 1,287百万円

勤務費用 99 116 

利息費用 10 － 

数理計算上の差異の発生額 126 △2 

退職給付の支払額 △26 △49 

退職給付債務の期末残高 1,287 1,351 

 

(2）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

非積立型制度の退職給付債務 1,287百万円 1,351百万円

未積立退職給付債務 1,287 1,351 

未認識数理計算上の差異 △160 △142 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,126 1,208 

     

退職給付引当金 1,126 1,208 

貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,126 1,208 

 

(3）退職給付費用及びその内訳項目の金額

 
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

勤務費用 99百万円 116百万円

利息費用 10 － 

数理計算上の差異の費用処理額 0 15 

確定給付制度に係る退職給付費用 110 131 

 

(4）数理計算上の計算基礎に関する事項

 
前事業年度

（平成28年３月31日）
当事業年度

（平成29年３月31日）

割引率 0.0％ 0.0％

 

３．確定拠出制度

当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度109百万円、当事業年度114百万円である。
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（ストック・オプション等関係）

１．ストック・オプションに係る費用計上額及び科目名

 
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

販売費及び一般管理費の

株式報酬費用
11百万円 11百万円

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1）ストック・オプションの内容

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　５名 当社の取締役　４名 当社の取締役　６名 当社の取締役　５名

株式の種類別の

ストック・オプション数

（注）１

普通株式　60,000株 普通株式　50,000株 普通株式　70,000株 普通株式　60,000株

付与日 平成17年６月30日 平成19年１月15日 平成19年７月17日 平成20年７月14日

権利確定条件

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

権利行使期間

平成17年６月30日～

平成37年６月29日

（注）２

平成19年２月１日～

平成39年１月15日

（注）３

平成20年６月25日～

平成39年６月28日

（注）３

平成21年６月25日～

平成40年６月27日

（注）４

 

 
平成21年

ストック・オプション
平成22年

ストック・オプション
平成23年

ストック・オプション
平成24年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　４名 当社の取締役　４名 当社の取締役　４名 当社の取締役　４名

株式の種類別の

ストック・オプション数

（注）１

普通株式 50,000株 普通株式 50,000株 普通株式 60,000株 普通株式 60,000株

付与日 平成21年７月15日 平成22年７月20日 平成23年７月19日 平成24年７月17日

権利確定条件

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

権利行使期間

平成22年６月25日～

平成41年６月26日

（注）４

平成23年６月27日～

平成42年６月29日

（注）４

平成24年６月25日～

平成43年６月29日

（注）４

平成25年６月24日～

平成44年６月28日

（注）４
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平成25年

ストック・オプション
平成26年

ストック・オプション
平成27年

ストック・オプション
平成28年

ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社の取締役　４名 当社の取締役　４名 当社の取締役　４名 当社の取締役　４名

株式の種類別の

ストック・オプション数

（注）１

普通株式 60,000株 普通株式 60,000株 普通株式 50,000株 普通株式 50,000株

付与日 平成25年７月16日 平成26年７月16日 平成27年８月25日 平成28年７月19日

権利確定条件

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

被付与者が新株予

約権の割当を受けた

後最初に開催される

定時株主総会の終結

の時まで当社の取締

役たる地位にあるこ

とを要する。

対象勤務期間 定めなし 定めなし 定めなし 定めなし

権利行使期間

平成26年６月23日～

平成45年６月27日

（注）４

平成27年６月25日～

平成46年６月27日

（注）４

平成28年６月23日～

平成47年６月26日

（注）４

平成29年６月26日～

平成48年６月28日

（注）４

（注）１．株式数に換算して記載している。

２．被付与者が、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使ができる。

３．平成20年６月27日の取締役会決議に基づき「新株予約権の行使の条件」の一部変更を行い、被付与者が当社

の取締役の地位を喪失した日の翌日から３年間に限り権利行使できる旨を、当社の取締役の地位を喪失した

日の翌日から１ヶ月間に限り権利行使できる旨に変更している。

４．被付与者が、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から１ヶ月間に限り権利行使ができる。
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(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、

株式数に換算して記載している。

①　ストック・オプションの数

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）     

前事業年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後　　　（株）     

前事業年度末 10,000 10,000 10,000 10,000

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 10,000 10,000 10,000 10,000

 

 
平成21年

ストック・オプション
平成22年

ストック・オプション
平成23年

ストック・オプション
平成24年

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）     

前事業年度末 － － － －

付与 － － － －

失効 － － － －

権利確定 － － － －

未確定残 － － － －

権利確定後　　　（株）     

前事業年度末 10,000 10,000 10,000 10,000

権利確定 － － － －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 10,000 10,000 10,000 10,000
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平成25年

ストック・オプション
平成26年

ストック・オプション
平成27年

ストック・オプション
平成28年

ストック・オプション

権利確定前　　　（株）     

前事業年度末 － － 50,000 －

付与 － － － 50,000

失効 － － － －

権利確定 － － 50,000 －

未確定残 － － － 50,000

権利確定後　　　（株）     

前事業年度末 10,000 20,000 － －

権利確定 － － 50,000 －

権利行使 － － － －

失効 － － － －

未行使残 10,000 20,000 50,000 －

 

②　単価情報

 
平成17年

ストック・オプション
平成18年

ストック・オプション
平成19年

ストック・オプション
平成20年

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 1 1 1 1

行使時平均株価　（円） － － － －

付与日における

公正な評価単価　（円）
－ 336 267 101

 

 
平成21年

ストック・オプション
平成22年

ストック・オプション
平成23年

ストック・オプション
平成24年

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 1 1 1 1

行使時平均株価　（円） － － － －

付与日における

公正な評価単価　（円）
59 57 68 113

 

 
平成25年

ストック・オプション
平成26年

ストック・オプション
平成27年

ストック・オプション
平成28年

ストック・オプション

権利行使価格　　（円） 1 1 1 1

行使時平均株価　（円） － － － －

付与日における

公正な評価単価　（円）
129 129 275 213
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３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

当事業年度において付与された平成28年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以下

のとおりである。

①　使用した評価技法　　　　　ブラック・ショールズ式

②　主な基礎数値及び見積方法

 平成28年ストック・オプション

株価変動性（注）１ 44.89％

予想残存期間（注）２ 10.45年

予想配当（注）３ 6.50円／株

無リスク利子率（注）４ △0.21％

（注）１．10年５ヶ月間（平成18年２月から平成28年７月まで）の株価実績に基づき算定している。

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において行使

されるものと推定して見積っている。

３．平成27年３月期及び平成28年３月期の配当実績（記念配当を除く）によっている。

４．予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りである。

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ている。
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（税効果会計関係）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

 前事業年度
（平成28年３月31日）

 当事業年度
（平成29年３月31日）

繰延税金資産    

減損損失 415百万円 277百万円

退職給付引当金 349  374

貸倒引当金繰入超過額 62  62

工事未払・未払費用 －  188

賞与引当金 182  230

投資有価証券評価損 73  73

その他 342  257

繰延税金資産小計 1,424  1,464

評価性引当額 △518  △435

繰延税金資産合計 905  1,029

    

繰延税金負債    

その他有価証券評価差額金 △43  △62

繰延税金負債合計 △43  △62

繰延税金資産（負債）の純額 862  966

 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

前事業年度末（平成28年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略している。

当事業年度末（平成29年３月31日）

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の５以下で

あるため注記を省略している。
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（資産除去債務関係）

該当事項なし。

（賃貸等不動産関係）

当社では、埼玉県その他の地域において、賃貸マンション（土地を含む。）や賃貸商業施設（土地を含

む。）を所有している。前事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は56百万円（賃貸収益は不動

産事業売上高に、主な賃貸費用は不動産事業売上原価に計上）、減損損失488百万円（特別損失に計上）であ

る。当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は53百万円（賃貸収益は不動産事業売上高に、主

な賃貸費用は不動産事業売上原価に計上）である。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、期中増減額及び時価は、次のとおりである。

 
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

貸借対照表計上額   

 期首残高（百万円） 2,653 1,842

 期中増減額（百万円） △810 △356

 期末残高（百万円） 1,842 1,486

期末時価（百万円） 1,688 1,362

（注）１．貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額である。

２．期中増減額のうち、前事業年度の主な増加額は資本的支出（79百万円）であり、主な減少額は減

損損失（488百万円）、固定資産売却（336百万円）及び減価償却費（64百万円）である。当事業

年度の主な増加額は資本的支出（2百万円）であり、主な減少額は固定資産売却（302百万円）及

び減価償却費（56百万円）である。

３．期末の時価は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価額に基づいて自社で算定した

金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む。）である。

（持分法損益等）

該当事項なし。

（企業結合等関係）

該当事項なし。

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会

が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行なう対象となっているもので

ある。

当社は、建設事業を中心に事業活動を展開しており、兼業事業として主に不動産事業を行っているこ

とから、「建設事業」、「不動産事業」の２つを報告セグメントとしている。

「建設事業」は、建築・土木その他建設工事全般に関する事業を営んでいる。「不動産事業」は、不

動産の売買・賃貸その他不動産に関する事業を営んでいる。

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「重要な会計方針」における記載と概ね同一で

ある。

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
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３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前事業年度（自　平成27年４月1日　至　平成28年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

財務諸表計上額
（注）2

 建設事業 不動産事業 合計

売上高      

外部顧客への売上高 71,126 652 71,778 － 71,778

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 71,126 652 71,778 － 71,778

セグメント利益 5,179 78 5,258 △1,367 3,890

セグメント資産 34,573 2,215 36,788 1,891 38,680

その他の項目      

減価償却費 0 67 68 32 100

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額
20 79 100 198 298

（注）１．調整額は以下のとおりである。

（1）セグメント利益の調整額△1,367百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれ

ている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

（2）セグメント資産の調整額1,891百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれて

いる。

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額198百万円は、全社システムの設備投資額等であ

る。

２．セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っている。

 

当事業年度（自　平成28年４月1日　至　平成29年３月31日）

    （単位：百万円）

 報告セグメント
調整額
（注）1

財務諸表計上額
（注）2

 建設事業 不動産事業 合計

売上高      

外部顧客への売上高 80,882 613 81,495 － 81,495

セグメント間の内部売上

高又は振替高
－ － － － －

計 80,882 613 81,495 － 81,495

セグメント利益 5,692 78 5,771 △1,415 4,355

セグメント資産 44,067 1,944 46,012 3,220 49,232

その他の項目      

減価償却費 0 59 60 58 119

有形固定資産及び無形固

定資産の増加額
29 103 132 118 251

（注）１．調整額は以下のとおりである。

（1）セグメント利益の調整額△1,415百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用が含まれ

ている。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費である。

（2）セグメント資産の調整額3,220百万円には、各報告セグメントに配分していない全社資産が含まれて

いる。

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額118百万円は、全社システムの設備投資額等であ

る。

２．セグメント利益は、財務諸表の営業利益と調整を行っている。
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【関連情報】

前事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略した。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載していない。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載していない。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載していな

い。

 

当事業年度（自 平成28年４月１日 至 平成29年３月31日）

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を

省略した。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦以外の外部顧客への売上高がないため、記載していない。

(2）有形固定資産

本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載していない。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載していな

い。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

   （単位：百万円）

 建設事業 不動産事業 全社・消去 合計

減損損失 － 488 － 488

 

当事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

該当事項なし。

 

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項なし。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項なし。
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【関連当事者情報】

関連当事者との取引

財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前事業年度（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

種類
会社等
の名称

（所在地）

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

その他の

関係会社

㈱マルハン

(京都市上京区)
10,000

総合レ

ジャー

施設の

運営

被所有

直接　 32.47

営業上の取引

役員の兼任 3名

工事の

施工
146 完成工事未収入金 2

 

当事業年度（自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日）

種類
会社等
の名称

（所在地）

資本金又
は出資金
（百万円）

事業の
内容

議決権等の
所有(被所
有)割合
（％）

関連当事者
との関係

取引の
内容

取引金額
（百万円）

科目
期末残高
（百万円）

その他の

関係会社

㈱マルハン

(京都市上京区)
10,000

総合レ

ジャー

施設の

運営

被所有

直接　 32.47

営業上の取引

役員の兼任 3名

工事の

施工
43

受取手形

完成工事未収入金

未成工事受入金

31

0

1

（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれている。

２．取引条件及び取引条件の決定方針等

工事の請負金額については、市場価格を勘案して見積提出し、価格交渉の上、決定している。
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（１株当たり情報）

 
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

１株当たり純資産額 304.38円 381.76円

１株当たり当期純利益 63.92円 84.14円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 63.53円 83.67円

（注）１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりである。

 
前事業年度

(自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日)

当事業年度
(自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日)

１株当たり当期純利益   

当期純利益（百万円） 2,311 3,048

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る当期純利益（百万円） 2,311 3,048

普通株式の期中平均株式数（千株） 36,166 36,232

   

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益
  

当期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（千株） 218 202

（うち新株予約権）（千株） (218) (202)

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要

─────── ───────
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（重要な後発事象）

（単元株式数の変更及び株式併合）

当社は、平成29年２月28日開催の取締役会において、単元株式数の変更および定款の一部変更について決

議するとともに、平成29年６月28日開催の第91回定時株主総会（以下、「本株主総会」という。）に株式併

合に係る議案を付議することを決議した。株式併合に係る議案は本株主総会において承認可決された。その

内容は、以下の通りである。

 

１．単元株式数の変更

（１）変更の理由

東京証券取引所をはじめとする全国の証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、平

成30年10月１日までにすべての国内上場会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指してい

る。当社は東京証券取引所に上場する企業として、この趣旨を尊重し、当社株式の売買単位を変更するも

のである。

 

（２）変更の内容

当社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更する。

 

（３）変更予定日

平成29年10月１日

 

２．株式併合

（１）併合の目的

上記「１．単元株式数の変更」に記載のとおり単元株式数を1,000株から100株に変更するにあたり、証

券取引所が望ましいとしている投資単位の水準(５万円以上50万円未満)を勘案して、株式併合（５株を１

株に併合）を実施するものである。

 

（２）併合の内容

① 併合する株式の種類

普通株式

 

② 株式併合の効力発生日

平成29年10月１日

 

③ 株式併合の割合

平成29年９月30日(実質上平成29年９月29日)の最終の株主名簿に記録された株主の所有株式について、

株式併合の効力発生日をもって５株を１株の割合で併合する。

 

④ 効力発生日における発行可能株式総数

22,240,000株

 

なお、会社法第182条第２項及び第180条第２項第４号の定めに基づき、株式併合の効力発生日に、当社

定款第６条(発行可能株式総数)に定める発行可能株式総数が、現行の111,200,000株から22,240,000株に変

更されたものとみなす。

 

⑤ 株式併合により減少する株式数

株式併合前の発行済株式総数（平成29年３月31日現在） 36,342,000株

株式併合により減少する株式数 29,073,600株

株式併合後の発行済株式総数 7,268,400株

（注）株式併合により減少する株式数および株式併合後の発行済株式総数は、併合前の発行済株式総数に株

式併合の割合を乗じた理論値である。
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（３）株式併合により減少する株主数

平成29年３月31日現在

 株主数（割合） 所有株式数（割合）

総株主 3,333名 （100.0％） 36,342,000株 （100.0％）

５株未満 211名 （　6.3％） 242株 （　0.0％）

５株以上 3,122名 （ 93.7％） 36,341,758株 （ 99.9％）

 

（４）１株未満の端数が生じる場合の処理

株式併合の結果、１株に満たない端数が生じた場合には、会社法の定めに基づき、すべての端数株式を

当社が一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主に対して、端数の割合に応じて交付する。

 

３．単元株式数の変更及び株式併合の日程

取締役会決議日 平成29年２月28日

株主総会決議日 平成29年６月28日

単元株式数の変更及び株式併合の効力発生日 平成29年10月１日

（注）上記のとおり、単元株式数の変更および株式併合の効力発生日は平成29年10月１日を予定としてい

るが、株式売買後の振替手続きの関係で、東京証券取引所における当社株式の売買は、平成29年９

月27日以降、これらの効力発生を前提とする売買単位(併合後の100株)により行われることになる。

 

４．１株当たり情報に及ぼす影響

当該株式併合が前事業年度の開始日に実施されたと仮定した場合の１株当たり情報は以下のとおりである。

 
前事業年度

（自　平成27年４月１日
至　平成28年３月31日）

当事業年度
（自　平成28年４月１日
至　平成29年３月31日）

１株当たり純資産 1,521.90円 1,908.80円

１株当たり当期純利益 319.60円 420.70円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 317.65円 418.35円
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⑤【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

投資有価証券 その他有価証券

銘柄 株式数（株）
貸借対照表計上額

（百万円）

住友不動産㈱ 115,000 331

㈱三井住友フィナンシャルグループ 45,807 185

㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 215,100 150

上新電機㈱ 110,000 124

暁飯島工業㈱ 32,000 33

㈱みずほフィナンシャルグループ 113,850 23

富士機械工業㈱ 77,000 21

㈱神戸国際会館 18 11

三井住友トラスト・ホールディングス㈱ 1,168 4

㈱明豊エンタープライズ 20,000 3

その他（10銘柄） 120,398 7

計 850,341 898

 

【債券】

投資有価証券 その他有価証券

銘柄 券面総額（百万円）
貸借対照表計上額

（百万円）

国債（１銘柄） 500 501

計 500 501
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【有形固定資産等明細表】

資産の種類
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（百万円）

当期末残高
（百万円）

当期末減価償
却累計額又は
償却累計額
(百万円)

当期償却額
（百万円）

差引当期末残
高（百万円）

有形固定資産        

建物 3,067 14 275 2,807 2,042 66 764

構築物 251 － 11 239 228 1 11

車両運搬具 5 － 5 － － 0 －

工具器具・備品 227 31 10 248 183 15 65

土地 1,022 0 189 832 － － 832

リース資産 20 6 3 24 12 5 11

建設仮勘定 － 100 － 100 － － 100

有形固定資産計 4,595 153 495 4,253 2,466 89 1,786

無形固定資産        

ソフトウエア 210 97 6 301 147 29 153

その他（電話加入権） 25 － － 25 － － 25

無形固定資産計 235 97 6 326 147 29 178

長期前払費用 63 37 23 77 40 22 37

 

【社債明細表】

銘柄 発行年月日
当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率（％） 担保 償還期限

第６回無担保社債 平成23年12月26日
90

( 90)

 
( - )

－ なし 平成28年12月26日

第７回無担保社債 平成23年12月26日
42

( 42)

 
( - )

－ なし 平成28年12月26日

合計 －
132

(132)

 
( - )

－ － －

（注）（　）内書きは、１年以内の償還予定額である。
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【借入金等明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期末残高
（百万円）

平均利率
（％）

返済期限

短期借入金 469 577 0.654 －

１年以内に返済予定の長期借入金 749 914 1.743 －

１年以内に返済予定のリース債務 5 6 － －

長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。） 2,073 1,885 1.461
平成30年～

平成34年

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） 6 6 －
平成30年～

平成32年

合計 3,304 3,390 － －

（注）１．「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載している。

なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各事業年

度に配分しているため、記載していない。

２．長期借入金及びリース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の貸借対照表日後５年内における返済予

定額は以下のとおりである。

 １年超２年以内 ２年超３年以内 ３年超４年以内 ４年超５年以内

長期借入金（百万円） 783 597 347 156

リース債務（百万円） 4 1 － －

 

【引当金明細表】

区分
当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

貸倒引当金 200 12 － 11 201

完成工事補償引当金 214 213 214 － 213

工事損失引当金 36 35 9 27 35

賞与引当金 391 455 391 － 455

（注）「当期減少額（その他）」は、以下のとおりである。

貸倒引当金・・・・・ 債権回収及び洗替えによる取崩額 11百万円

工事損失引当金・・・ 工事損益の改善等による取崩額 27百万円

 

【資産除去債務明細表】

該当事項なし。
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（２）【主な資産及び負債の内容】

(1) 資産の部

(イ) 現金預金

区分 金額（百万円）

現金 6

預金  

当座預金 6,664

普通預金 2,382

その他 4

小計 9,052

合計 9,058

 

(ロ) 受取手形

(ａ) 相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

アパホーム㈱ 2,553

イオンモール㈱ 1,282

㈱プレサンスコーポレーション 594

㈱光洋 518

第一交通産業㈱ 448

その他 1,314

合計 6,711

 

(ｂ) 決済月別内訳

決済月 金額（百万円）

平成29年４月 700

５月 2,436

６月 1,477

７月 619

８月 277

９月 248

10月以降 951

合計 6,711
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(ハ）完成工事未収入金

(ａ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱ニトリ 906

ＡＣＳリース㈱ 874

サミット㈱ 604

㈱ＯＰＡ 534

大和リース㈱ 388

その他 21,571

合計 24,879

 

(ｂ）滞留状況

計上期別 金額（百万円）

平成28年３月期以前計上額 －

平成29年３月期計上額 24,879

合計 24,879

 

(ニ）未成工事支出金

当期首残高（百万円） 当期支出額（百万円）
完成工事原価への振替額

（百万円）
当期末残高（百万円）

1,473 75,212 74,142 2,542

（注）当期末残高の内訳は次のとおりである。

材料費 113百万円

労務費 67

外注費 1,868

経費 493

合計 2,542
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(2）負債の部

(イ）支払手形

(ａ）相手先別内訳

相手先 金額（百万円）

㈱リアルコーポレーション 652

㈱中電工　東京本部 464

東和通商㈱ 425

㈱アペックエンジニアリング 365

阪急産業㈱　商事部 332

その他 13,138

合計 15,379

 

(ｂ）決済月別内訳

決済月 金額（百万円）

平成29年４月 3,846

５月 4,389

６月 3,425

７月 3,717

合計 15,379

 

(ロ）工事未払金

相手先 金額（百万円）

東和通商㈱ 398

㈱アペックエンジニアリング 237

㈱アイテックムラモト　東京支店 203

前田道路㈱　東京支店 153

㈱太平エンジニアリング 124

その他 9,714

合計 10,831

 

(ハ）未成工事受入金

当期首残高（百万円） 当期受入額（百万円）
完成工事高への振替額

（百万円）
当期末残高（百万円）

1,045 50,493 49,769 1,769
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（３）【その他】

当事業年度における四半期情報等

（累計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 当事業年度

売上高（百万円） 16,130 36,030 59,389 81,495

税引前四半期（当期）純利益

（百万円）
896 2,136 3,298 4,371

四半期（当期）純利益

（百万円）
588 1,452 2,369 3,048

１株当たり四半期（当期）

純利益（円）
16.25 40.08 65.39 84.14

 

（会計期間） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

１株当たり四半期純利益

（円）
16.25 23.83 25.31 18.75
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第６【提出会社の株式事務の概要】

事業年度 ４月１日から３月31日まで

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

剰余金の配当の基準日
９月30日

３月31日

１単元の株式数 1,000株

単元未満株式の買取り  

取扱場所

株主名簿管理

（特別口座管理機関）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社

株主名簿管理人においては取り扱っていない。

取次所

（特別口座管理機関取次所）

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号

三井住友信託銀行株式会社　本店及び全国各支店

公告掲載方法

電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告に

よることができないときは、日本経済新聞に掲載する。

（公告掲載ＵＲＬ 　http://www.ichiken.co.jp）

株主に対する特典 該当事項なし

（注）１．当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができない。

(1) 会社法第189条第２項各号に掲げる権利

(2) 会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

(3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

２．当社の株主名簿管理人は、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社（東京都千代田区丸の内一丁目４番５号）である。

３．特別口座に記録されている株式に関する証券会社口座への振替請求、住所・氏名等の変更や配当金受領方法

の指定、単元未満株式の買取りなどの各種手続きは、特別口座管理機関で受け付けている。

４．平成29年２月28日開催の取締役会の決議により、効力発生日を平成29年10月１日として、単元株式数を

1,000株から100株に変更します。
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第７【提出会社の参考情報】

１【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はない。

２【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から本有価証券報告書提出日までの間において提出した金融商品取引法第25条第１項各号に

掲げる書類は、次のとおりである。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度（第90期）（自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日）

平成28年６月28日関東財務局長に提出

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成28年６月28日関東財務局長に提出

(3) 四半期報告書及び確認書

事業年度（第91期第１四半期）（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

平成28年８月10日関東財務局長に提出

事業年度（第91期第２四半期）（自　平成28年７月１日　至　平成28年９月30日）

平成28年11月14日関東財務局長に提出

事業年度（第91期第３四半期）（自　平成28年10月１日　至　平成28年12月31日）

平成29年２月13日関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２（株主総会における議決権行使の結果）に基づく

臨時報告書

平成28年６月29日関東財務局長に提出
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項なし。
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 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書  
   
 

 平成２９年６月２８日

株式会社イチケン  
 

 取締役会　御中   

 

 有限責任監査法人トーマツ  

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 山 口 弘 志

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 井 上 嘉 之

 

＜財務諸表監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社イチケンの平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日までの第９１期事業年度の財務諸表、すなわ

ち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び

附属明細表について監査を行った。

財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示

することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が

必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに

ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、

当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに

基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査

法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務

諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に

際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。

また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体と

しての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社

イチケンの平成２９年３月３１日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フ

ローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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＜内部統制監査＞

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第２項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社イチケンの平成２

９年３月３１日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に

係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性があ

る。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を

表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準

に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽

表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施すること

を求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するた

めの手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性

に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果

について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、株式会社イチケンが平成２９年３月３１日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記

の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財

務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

（※）１．上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提

出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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